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参考１ 函南町の現状・将来動向 

１ 都市の現状 

1-1 人口・世帯 

（１）人口・世帯数の推移 

本町の人口は、1995 年（平成７年）時点で 37,375 人であり、しばらくは増加傾向を示していた

ものの、2005 年（平成 17 年）時点の 38,803 人をピークに減少に転じ、2020 年（令和２年）では

36,794 人となっています。また、「国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）」による将来

人口推計では、本町における将来人口は、今後も減少が続き、2040 年では 29,958 人まで減少する

ことが見込まれます。 

一方、世帯数は 1995 年（平成７年）時点で 11,728 世帯、2020 年（令和２年）には 14,780 世帯

まで増加しており、さらに 2040 年には 17,169 世帯まで増加すると見込まれます。人口は減少する

ものの世帯数は増加することから、１世帯あたりの人員数は減少することが見込まれます。 

年齢３区分別人口をみると、直近 10 年間の年少人口（15 歳未満）及び生産年齢人口（15 歳以上

65 歳未満）は減少傾向にあります。しかし、老年人口（65 歳以上）は、増加傾向にあり、2020 年

（令和２年）には 12,069 人となっています。 

社人研による将来人口推計では、目標年次（2038 年）に最も近い 2040 年の人口は 29,958 人、年

齢３区分別人口比率は、年少人口が 9.7％、生産年齢人口が 51.3％、老年人口は 39.0％となること

が見込まれます。 

 

図・表 人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）2020 年（令和 2 年）までの人口：国勢調査 

   2025 年以降の人口：国立社会保障・人口問題研究所 

   2020 年（令和 2 年）までの世帯数：統計書かんなみ 

2025 年以降の世帯数：統計書かんなみより推計 

 

※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 
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（２）市街化区域内外の人口推移 

本町では、市街化区域内の居住人口は 1990 年（平成 2 年）以降増加を続けていましたが、2010

年（平成 22 年）の 25,639 人をピークに減少に転じ、2020 年（令和２年）時点では 24,875 人で、

総人口の約３分の２を占めています。 

一方、市街化区域外の居住人口は 1990 年（平成 2 年）以降増加を続けていましたが、2005 年

（平成 17 年）の 13,753 人をピークに減少傾向にあり、2020 年（令和２年）年時点では 11,919 人

となっています。 

また、市街化区域内の人口密度は 1995 年（平成７年）以降増加を続けていましたが、2010 年（平

成 22 年）の 60.4 人/ha をピークに減少に転じ、2020 年（令和２年）時点では 58.6 人/ha となって

います。 

一方、市街化区域外では 2020 年（令和２年）時点で 2.0 人/ha と、1990 年（平成２年）以降ほぼ

横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）令和４年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域） 

図 市街化区域内外の人口推移 

表 市街化区域内外の人口推移 

22,706 24,332 25,036 25,050 25,639 24,725 24,875

12,485
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35,191
37,375 38,611 38,803 38,571 37,661 36,794

61.4 57.1 58.7 58.7 60.4 58.2 58.6

2.0 2.1 2.2 2.3 2.1 2.1 2.0

0.0

40.0

80.0

120.0

160.0

200.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1990年

（平成2年）

1995年

（平成7年）

2000年

（平成12年）

2005年

（平成17年）

2010年

（平成22年）

2015年

（平成27年）

2020年

（令和2年）

市街化区域内人口 市街化区域外人口 市街化区域内人口密度 市街化区域外人口密度
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※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 

1990年
（平成2年）

1995年
（平成7年）

2000年
（平成12年）

2005年
（平成17年）

2010年
（平成22年）

2015年
（平成27年）

2020年
（令和2年）

35,191 37,375 38,611 38,803 38,571 37,661 36,794

22,706 24,332 25,036 25,050 25,639 24,725 24,875

 構成比 64.5% 65.1% 64.8% 64.6% 66.5% 65.7% 67.6%

12,485 13,043 13,575 13,753 12,932 12,936 11,919

 構成比 35.5% 34.9% 35.2% 35.4% 33.5% 34.3% 32.4%

合計

市街化区域内人口

市街化区域外人口

出典）令和４年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域） 
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（３）人口集中地区の変遷 

本町における人口集中地区（DID）の面積は、2020 年（令和２年）時点で約 376ha となっており、

1990 年（平成２年）と比較して約 16ha 増加しています。また、人口集中地区の人口は、2005 年（平

成 17 年）をピークに減少に転じていますが、2020 年（令和２年）では 22,887 人と 1990 年（平成

２年）と比較して約 1.2 倍に増加しています。 

なお、人口集中地区内の人口密度については、2020 年（令和２年）時点で 60.9 人/ha と人口集中

地区の目安である 40 人/ha の約 1.5 倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典）統計書かんなみ、国勢調査 

図 DID 面積と人口密度の推移 

図 人口集中地区の変遷（1985年（昭和60年）～2020年（令和２年）） 

出典）国土数値情報、統計地理情報システム

360 370 373 373 373 373 376 

54.3 58.6 61.2 62.1 61.7 61.6 60.9 

19,550 

21,697 
22,833 

23,172 23,006 22,965 22,887 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

100

200

300

400

500

1990年

（平成2年）

1995年

（平成7年）

2000年

（平成12年）

2005年

（平成17年）

2010年

（平成22年）

2015年

（平成27年）

2020年

（令和2年）

DID面積 密度(人/ha) 人口

（ha、人/ha） （人）



4 

（４）将来人口の推計 

将来人口は町全体で減少することが予想されているものの、市街化区域内の間宮、塚本、仁

田、大土肥、柏谷は減少率が比較的低くなっています。 

若年女性人口（20～39 歳）は、市街化区域では増加もしくは横ばいで推移すると予想されてい

ます。 

幼児人口（0～5 歳）は、2020 年（令和２年）時点で間宮、塚本、仁田、大土肥、柏谷で多くな

っています。将来は多くの地域で減少が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■将来人口メッシュ分布図の算出方法 

2010 年（平成 22 年）国勢調査における小地域集計（町丁・字別等別に基本的な事項の結果について

集計）の数値を基に、コーホート要因法の仮定値を用いて将来人口推計を算出した。なお、推計した合計

値が社人研の推計値の男女年齢別人口合計値となるように各推計値を補正した。 

上記の様に国勢調査の小地域単位で推計した人口を、国土数値情報の都市地域土地利用細分メッシュ

データを用い、100ｍメッシュの可住地に配分した。 

2020 年（令和２年）についても、国勢調査における小地域集計結果を国土数値情報の都市地域土地利

用細分メッシュデータを用い、100ｍメッシュの可住地（建物用地）に配分した。 

■人口密度分布（2020 年（令和２年）） ■人口密度分布（2040 年） 
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■若年女性人口（20～39歳）の密度分布（2040年） 

■幼児人口（0～5 歳）の密度分布（2040 年） ■幼児人口（0～5 歳）の密度分布 
（2020 年（令和２年）） 

■若年女性人口（20～39 歳）の密度分布 

（2020 年（令和２年）） 
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1-2 土地利用・開発 

（１）土地利用の状況 

本町は、山林を中心とした東部地域、農業用地と住宅用地を中心とした西部地域に分けられます。 

土地利用の割合を見ると、自然的土地利用の割合が 77.4％を占め、そのうち山林の占める割合が

61.0％と最も高く、次いで農地が 12.7％となっています。 

一方、都市的土地利用の割合は 22.6％となっており、住宅用地をはじめとした宅地の占める割合

が 10.0％と最も高く、次いで道路用地が 5.3％となっています。 

市街化区域内においては、都市的土地利用の割合が 90.1％を占め、そのうち住宅用地の割合が

47.5％と最も高く、次いで道路用地が 16.1％、公共・公益施設用地が 10.8％となっています。な

お、自然的土地利用 9.9％のうち、農地が 2.8％を占めています。 

一方、市街化調整区域においては、自然的土地利用が 82.1％、都市的土地利用は 17.9％となって

います。 

表 土地利用現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）令和４年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

※その他の空地①：ゴルフ場、その他の空地②：太陽光発電、その他の空地③：平面駐車場、その他の空地④：利未利用地 

※端数を四捨五入しているため、合計値、合計割合等が合わない場合があります。 

構成比 構成比 構成比

田 3.0 0.7% 212.9 3.5% 215.9 3.3%

畑 8.8 2.1% 602.3 9.9% 611.1 9.4%

11.8 2.8% 815.2 13.4% 827.0 12.7%

11.7 2.8% 3,961.6 65.0% 3,973.3 61.0%

5.6 1.3% 42.8 0.7% 48.4 0.7%

5.1 1.2% 60.8 1.0% 65.9 1.0%

7.9 1.9% 119.8 2.0% 127.7 2.0%

42.1 9.9% 5,000.2 82.1% 5,042.3 77.4%

住宅用地 201.6 47.5% 280.8 4.6% 482.4 7.4%

商業用地 31.2 7.3% 61.7 1.0% 92.9 1.4%

工業用地 8.4 2.0% 35.0 0.6% 43.4 0.7%

農林漁業施
設用地

1.6 0.4% 34.4 0.6% 36.0 0.6%

242.8 57.2% 411.9 6.8% 654.7 10.0%

45.9 10.8% 97.7 1.6% 143.6 2.2%

68.3 16.1% 274.2 4.5% 342.5 5.3%

3.3 0.8% 7.5 0.1% 10.8 0.2%

0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

0.0 0.0% 215.3 3.5% 215.3 3.3%

0.0 0.0% 15.6 0.3% 15.6 0.2%

16.0 3.8% 8.5 0.1% 24.5 0.4%

6.3 1.5% 60.4 1.0% 66.7 1.0%

382.6 90.1% 1,091.1 17.9% 1,473.7 22.6%

424.7 100.0% 6,091.3 100.0% 6,516.0 100.0%

253.5 59.7% 5,392.9 88.5% 5,646.4 86.7%

171.2 40.3% 698.4 11.5% 869.6 13.3%

市街化区域（ha） 市街化調整区域（ha） 合　計（ha）

自然的土地
利用

農地

小　計

山林

水面

自然地

その他の自然的土地利用

小　計

非　可　住　地

その他の空地②

都市的土地
利用

その他の空地③

その他の空地④

小　計

道　路　用　地

交通施設用地

その他の公的施設用地

その他の空地①

宅　　　地

小　計

公共・公益施設用地

合　　　　　計

可　　住　　地
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図 土地利用現況 

出典）令和４年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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（２）未利用地の状況 

本町の未利用地は、住居系用途地域内で

29.3ha、工業系用途地域内で1.3ha と比較的

小規模なものが多く、比較的小規模な未利用

地が散在している状況であり、一団性のある

大規模な未利用地は存在しません。 

未利用地は、間宮地区の伊豆縦貫自動車

道東駿河湾環状道路沿道に多く存在してい

ますが、一部田方農業高校の利用地となっています。その他、柏谷地区、平井地区、仁田地区など

に未利用地が散見され、計画的な土地利用が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

表 未利用地の状況 

2ha

未満

5ha

以上

（ha） （ha） 箇所 （ha） （ha）

住居系用途 25.8 3.5 1 0.0 29.3

近隣商業 0.9 0.0 0 0.0 0.9

商業 0.0 0.0 0 0.0 0.0

準工業 0.0 0.0 0 0.0 0.0

工業 1.3 0.0 0 0.0 1.3

工業専用 0.0 0.0 0 0.0 0.0

合　計 28.0 3.5 1 0.0 31.4

用途地域

規模
合計

2～5ha未満

図 未利用地の状況 

出典）令和４年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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（３）宅地開発等の状況 

本町における宅地開発等の状況（開発許可状況）は、市街化区域及び周辺部に多く見られますが、

市街化調整区域にも一部点在しています。 

区域区分別にみると、区域区分設定時から 2019 年（令和元年）までの開発許可件数では市街化区

域、市街化調整区域ともに 100 件超とほぼ同数ですが、開発許可面積では市街化調整区域の方が、

市街化区域より約３倍多くなっています。 

用途別にみると、住宅地開発が 56.1％と最も多く、次いで商業地開発が 27.1％となっています。

ただし、面積でみた場合、その他開発が 57.9％と最も多く、次いで住宅地開発が 19.8％、商業地開

発が 16.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

図 宅地開発等の状況 

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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表 区域区分別宅地開発許可件数・面積の推移 

 

 

 

 

 

 
 

表 宅地開発許可件数・面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

図 区域区分別宅地開発許可件数・面積の推移 

市街化区域 91 6 4 1 0 5 0 107
市街化調整区域 103 1 5 0 4 1 0 114
都市計画区域 194 7 9 1 4 6 0 221

市街化区域 417,047 44,333 10,805 12,112 0 80,468 0 564,765
市街化調整区域 1,468,909 11,310 6,412 0 27,618 997 0 1,515,246
都市計画区域 1,885,956 55,643 17,217 12,112 27,618 81,465 0 2,080,011

2019年
（令和元年）

合計

面積
（㎡）

2013年
（平成25年

以前）

2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

件数

構成比

住宅 112 3 4 0 0 5 0 124 56.1%
商業 52 2 4 1 1 0 0 60 27.1%
工業 18 0 1 0 2 0 0 21 9.5%

農林魚業 4 0 0 0 0 0 0 4 1.8%
その他 8 2 0 0 1 1 0 12 5.4%
合計 194 7 9 1 4 6 0 221 100.0%

住宅 317,688 8,142 4,590 0 0 80,468 0 410,888 19.8%
商業 319,301 4,883 9,752 12,112 2,926 0 0 348,974 16.8%
工業 75,384 0 2,875 0 13,556 0 0 91,815 4.4%

農林魚業 24,919 0 0 0 0 0 0 24,919 1.2%
その他 1,148,664 42,618 0 0 11,136 997 0 1,203,416 57.9%
合計 1,885,956 55,643 17,217 12,112 27,618 81,465 0 2,080,011 100.0%

2013年
（平成25年

以前）

2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

2019年
（令和元年）

合計

件数

面積
（㎡）

6

4

1 0

5

0

1

5

0

4

1 0

7

9

1

4

6

0

0

2

4

6

8

10

2014年

（平成26年）

2015年

（平成27年）

2016年

（平成28年）

2017年

（平成29年）

2018年

（平成30年）

2019年

（令和元年）

市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域

（件）

件数

※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 
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合計値、合計割合等が合わない場合があります。 
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（４）建物新築動向 

本町における建物新築の分布状況は、市街化区域内が最も多くなっています。市街化調整区域で

は、ダイヤランド地区等の別荘地が多くなっています。また、2015 年（平成 27 年）以降の５年間

の合計では、件数、面積とも、市街化区域の方が市街化調整区域より３倍以上多くなっています。 

用途別でみると住宅が最も多く、2015 年（平成 27 年）以降の５年間の合計では、件数で 92.7％、

敷地面積で 76.1％を占めています。次いで、件数では商業施設が 2.5％、敷地面積では工業用地が

9.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 建物新築状況 

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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表 区域区分別 建物新築件数・面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

表 建物新築件数・面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

図 区域区分別建物新築件数・面積の推移 

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 

市街化区域 212 129 99 97 177 714
市街化調整区域 67 37 18 37 33 192
都市計画区域 279 166 117 134 210 906

市街化区域 48,408 11,341 11,664 8,170 13,929 93,512
市街化調整区域 13,695 3,480 3,616 5,141 2,864 28,797
都市計画区域 62,103 14,822 15,280 13,311 16,794 122,309
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合計

件数

面積
（㎡）
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（平成27年）

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

構成比

住宅用地 251 152 110 127 200 840 92.7%
商業用地 9 7 4 2 1 23 2.5%
工業用地 8 2 0 2 2 14 1.5%
公共用地 2 1 0 1 5 9 1.0%
その他 9 4 3 2 2 20 2.2%
合計 279 166 117 134 210 906 100.0%

住宅用地 48,978 11,499 9,154 9,238 14,259 93,128 76.1%
商業用地 3,986 767 4,045 547 385 9,730 8.0%
工業用地 5,486 2,101 0 3,198 319 11,105 9.1%
公共用地 2,816 152 0 159 1,539 4,666 3.8%
その他 837 302 2,081 169 291 3,680 3.0%
合計 62,103 14,822 15,280 13,311 16,794 122,309 100.0%
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※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 
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（５）農地転用状況 

本町における農地転用の状況は、市街化区域内に集中しています。市街化調整区域では、丘陵地

帯や西部の水田地帯等に点在しています。 

農地転用の件数は、住宅用地が最も多く 45.5％、次いでその他用地が 36.8％となっています。た

だし、面積では、その他用地が 41.3％と最も多く、次いで住宅用地が 31.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 農地転用状況 

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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表 区域区分別 農地転用件数、面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

表 農地転用件数、面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 農地転用件数、面積の推移 

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）
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出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 

※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 

市街化区域 27 56 31 46 15 175
市街化調整区域 14 8 25 19 25 91
都市計画区域 41 64 56 65 40 266

市街化区域 13,705 18,182 10,308 16,697 5,198 64,090
市街化調整区域 19,887 5,815 24,220 4,922 4,914 59,757
都市計画区域 33,592 23,997 34,528 21,619 10,112 123,848

合計

件数

面積
（㎡）

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

2019年
（令和元年）

構成比

住宅用地 16 45 18 28 14 121 45.5%
商業用地 7 10 8 5 0 30 11.3%
工業用地 0 0 7 0 0 7 2.6%
公共用地 0 0 4 3 3 10 3.8%
その他 18 9 19 29 23 98 36.8%
合計 41 64 56 65 40 266 100.0%

住宅用地 7,508 11,726 5,638 9,597 3,882 38,350 31.0%
商業用地 6,708 5,938 3,640 1,813 0 18,099 14.6%
工業用地 0 0 10,195 0 0 10,195 8.2%
公共用地 0 0 2,892 1,858 1,309 6,059 4.9%
その他 19,376 6,333 12,163 8,352 4,921 51,145 41.3%
合計 33,592 23,997 34,528 21,619 10,112 123,848 100.0%
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（㎡）
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1-3 都市交通 

（１）交通体系 

本町の交通手段を見ると、自動車の分担率が最も多く 71.8％となっています。次いで徒歩が

16.8％、二輪車（バイク、自転車）が 6.3％、鉄道が 4.7％、バスが 0.4％となっています。 

また、2004 年（平成 16 年）から 2017 年（平成 29 年）にかけて、自動車の分担率が 2.5 ポイン

ト増加している一方、徒歩が 1.4 ポイント、二輪車が 1.0 ポイント、鉄道が 0.1 ポイントの減少と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 交通手段別分担率（東駿河湾都市圏パーソントリップ調査） 
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出典）東駿河湾都市圏総合都市交通計画協議会（第２回）資料より抜粋 

■第２回（2004 年（平成 16 年））調査結果 

■第３回（2017 年（平成 29 年））調査結果 

出典）東駿河湾都市圏パーソントリップ調査（第３回） 
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（２）公共交通網 

本町の公共交通網は、町西部を伊豆箱根鉄道駿豆線が南北に縦断しており、駅は伊豆仁田駅が立

地しています。その他の鉄道としては、北部を JR 東海道新幹線と JR 東海道本線が横断しており、

このうち JR 東海道本線には函南駅が立地しています。 

バスについては、民間の路線バスとして伊豆箱根バスが運行されており、三島市境に位置する伊

豆箱根鉄道駿豆線大場駅と JR 函南駅から、町内を連絡する路線が運行されています。また、町内の

主要施設を結ぶ「函南町拠点循環バス」が実証運行されています。その他、NTT 東日本伊豆病院、

（医）新光会伊豆平和病院までの送迎バスが伊豆箱根鉄道駿豆線大場駅と JR 函南駅を起点に運行

されており、さらに、町東部の別荘地までは管理組合・管理会社による限定の路線バスが運行して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典）伊豆箱根バス WEB サイト、函南町 WEB サイト等 

図 公共交通網 

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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（３）公共交通利用状況 

本町に立地あるいは隣接する鉄道駅の日平均乗車人員の推移をみると、大場駅と JR 函南駅は減

少傾向にあります。大場駅の 2021 年（令和３年）の乗車人員は 1,934 人で、2010 年（平成 22 年）

の乗車人員 2,556 人と比較して約 24％減少、JR 函南駅の 2021 年（令和３年）の乗車人員は 1,304

人で、2010 年（平成 22 年）の乗車人員 2,027 人と比較して約 36％減少しています。また、伊豆仁

田駅の日平均乗車人員は約 1,377 人で、ほぼ横ばいで推移しています。全駅とも減少傾向にありま

したが、2020 年（令和２年）以降、新型コロナウイルスの影響により大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※伊豆箱根鉄道駿豆線大場駅は三島市内に位置するが、函南町内を運行するバス路線の起点とな

り、函南町からの利用も多いことが予想されることから掲載した。 

図 日平均乗車人員の推移（鉄道） 

出典）統計書かんなみ 
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1-4 都市機能 

（１）医療施設 

本町には、2023 年（令和５年）５月時点で 22 の医療機関が立地しています。その多くは市街化

区域内もしくはその周辺地域に立地しており、主に伊豆仁田駅北部、かんなみ知恵の和館周辺でま

とまって立地しています。 

市街化区域内は、概ね全域が医療施設の徒歩圏※内となっていますが、ヒューマンヒルズ地区、

新幹線地区の一部は徒歩圏外となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 医療施設立地状況 

※徒歩圏 

「都市構造の評価に関するハンドブック」（2014 年（平成26年）８月

国土交通省都市局都市計画課）の「生活サービス施設」に採用された一

般的な徒歩圏である半径800ｍ。 

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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出典）統計かんなみ 

表 医療施設一覧 

No 種別 施設名 No 種別 施設名
1 病院 伊豆函南病院 12 診療所 北伊豆往診クリニック
2 病院 伊豆平和病院 13 診療所 小谷いずみクリニック
3 病院 ＮＴＴ東日本伊豆病院 14 診療所 蛇ヶ橋クリニック
4 診療所 伊豆函南鈴木内科泌尿器科クリニック 15 診療所 杉田整形外科
5 診療所 宇野眼科医院 16 診療所 整形外科函南クリニック
6 診療所 おりた内科小児科 17 診療所 東部メディカル健康管理センター
7 診療所 函南アイケアクリニック 18 診療所 ベビー＆レディースクリニック山口医院
8 診療所 函南さくらクリニック 19 診療所 三島マタニティクリニック
9 診療所 函南耳鼻咽喉科医院 20 診療所 山口医院
10 診療所 かんなみ仁田クリニック 21 診療所 リウトピアクリニック
11 診療所 函南平出クリニック 22 診療所 高橋クリニック
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（２）福祉施設 

本町には、2023 年（令和５年）５月時点で 39 の福祉施設が立地しています。その多くは市街化

区域内もしくはその周辺地域に立地しています。 

市街化区域内は、概ね全域が福祉施設の徒歩圏※内となっていますが、函南駅周辺の一部で徒歩

圏外となっている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 福祉施設立地状況 

※徒歩圏 

「都市構造の評価に関するハンドブック」（2014 年（平成26年）８月

国土交通省都市局都市計画課）の「生活サービス施設」に採用された一

般的な徒歩圏である半径800ｍ。 

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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表 福祉施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典）統計かんなみ、介護サービス情報公表システム 

No 種別 施設名 備考
1 入所系 富士見が丘いこいの園 軽費老人ホーム

入所系 富士見が丘いこいの園　短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護
2 入所系 みどりが丘ホーム 特別養護老人ホーム

入所系 みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護
3 入所系 有料老人ホーム　光の家ゆりかご 特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム

入所系 グループホーム  ゆりかご 認知症対応型共同生活介護施設
4 入所系 伊豆平和病院　介護医療院 介護医療院

訪問系 医療法人新光会　伊豆平和病院 訪問リハビリテーション
訪問系 医療法人　新光会　あたみ・かんなみ訪問看護ステーション 訪問看護

5 訪問系 ポプラ訪問介護ステーション南箱根 訪問介護
6 訪問系 訪問介護ユーフォリア 訪問介護
7 通所系 デイサロン・れんげ 地域密着型通所介護
8 訪問系 訪問看護ももまさ 訪問看護
9 訪問系 訪問看護ステーションかんなみ 訪問看護
10 入所系 伊豆白寿園 特別養護老人ホーム

入所系 特別養護老人ホーム伊豆白寿園 短期入所生活介護
訪問系 ＮＴＴ東日本伊豆病院　訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション
訪問系 ＮＴＴ東日本伊豆病院　訪問看護 訪問看護

11 通所系 函南町ほほえみの里デイサービスセンター 通所介護
訪問系 社会福祉法人函南町社会福祉協議会指定訪問介護事業所 訪問介護

12 入所系 伊豆リハビリテーションセンター 施設入所支援施設
入所系 伊豆ライフケアホーム 施設入所支援施設

13 通所系 かんなみ老人デイサービス 通所介護
訪問系 共済福祉会 ほほえみ訪問介護センター 訪問介護

14 入所系 グループホーム  まみや 認知症対応型共同生活介護施設
15 訪問系 総合介護事業所　渚 訪問介護
16 通所系 おいでいーら函南校 地域密着型通所介護
17 通所系 芽ぶき介護センター 地域密着型通所介護

訪問系 芽ぶき介護センター 訪問介護
18 訪問系 ケアパートナーKOMOREBI 訪問介護
19 通所系 LET'S倶楽部かんなみ 通所介護
20 訪問系 のどか訪問介護サービス函南 訪問介護
21 通所系 デイサービス　ふなん 通所介護
22 小規模多機能 小規模多機能ホーム  ル・ソレイユ函南 小規模多機能型居宅介護施設

入所系 グループホーム ル・ソレイユ函南 認知症対応型共同生活介護
通所系 デイサービス　ル・ソレイユ函南 通所介護
通所系 共用型デイサービス　ル・ソレイユ函南 認知症対応型通所介護

23 通所系 ケアアシスト　ル・ソレイユ函南 通所介護
24 入所系 介護付有料老人ホーム　ル・グランガーデン函南 特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム

通所系 ル・グランハート函南 地域密着型通所介護
25 訪問系 訪問介護リベルテ函南 訪問介護
26 訪問系 こもれび訪問看護ステーション 訪問看護
27 通所系 デイサービス憩いの家 通所介護
28 訪問系 さくら訪問看護リハビリステーション 訪問看護
29 通所系 桜湯 通所介護
30 通所系 デイサービス　やすらぎの家 通所介護
31 訪問系 有限会社　福祉サービス栄 訪問介護
32 通所系 通所介護　えるなな 地域密着型通所介護
33 訪問系 訪問看護ステーションAPOLLO 訪問看護
34 訪問系 みきケアサービス 訪問介護
35 訪問系 あさがお訪問介護センター 訪問介護
36 訪問系 ヘルパーステーション　やすらぎ 訪問介護
37 入所系 グループホーム  ル・ソレイユ間宮 認知症対応型共同生活介護施設

通所系 グループホーム　ル・ソレイユ間宮 認知症対応型通所介護
38 入所系 グループホーム  つながり 認知症対応型共同生活介護施設
39 入所系 函南・ぶなの森 特別養護老人ホーム

入所系 ショートステイ函南・ぶなの森 短期入所生活介護
通所系 デイサービス函南・ぶなの森 通所介護
訪問系 訪問介護センター函南・ぶなの森 訪問介護
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（３）商業施設 

本町には、商業施設（食品及び食品を中心とする総合スーパー、ドラッグストア）は、2023 年（令

和 5 年）7 月時点で 13 店舗が立地しています。市街化区域内の伊豆箱根鉄道駿豆線沿線、あるいは

伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路沿線に多く立地し、函南駅周辺には立地していません。南部の

市街化区域は概ね徒歩圏※となっていますが、東部の一部が徒歩圏外となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 大規模小売店舗立地状況 

表  商業施設一覧 

出典）i タウンページ等 

※徒歩圏 

「都市構造の評価に関するハンドブック」（2014 年（平成26年）８月

国土交通省都市局都市計画課）の「生活サービス施設」に採用された一

般的な徒歩圏である半径800ｍ。 

No 種別 施設名
1 食品スーパー 業務スーパー函南店
2 食品スーパー あおき函南店
3 食品スーパー マックスバリュ函南大土肥店
4 食品スーパー エスポット函南店
5 食品スーパー マックスバリュ函南店
6 食品スーパー マックスバリュ函南間宮店
7 食品スーパー エブリィビッグデー函南店
8 ドラッグストア ウエルシア函南平井店
9 ドラッグストア クリエイトＳ・Ｄ 函南仁田店
10 ドラッグストア ウエルシアルピア函南店
11 ドラッグストア スギ薬局函南西店
12 ドラッグストア クリエイトＳ・Ｄ 函南南仁田店
13 ドラッグストア ウエルシア函南間宮店

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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（４）幼稚園・保育所 

本町には、2023 年（令和５年）５月時点で保育所が８箇所、幼稚園が５箇所、こども園が１箇所

立地しています。 

その多くが、市街化区域内及びその周辺部に立地しており、それ以外では丹那地区に幼稚園が 1

箇所立地しています。 

市街化区域内は、概ね全域が幼稚園・保育所の徒歩圏※内となっていますが、函南駅周辺、柏谷

公園周辺が徒歩圏外となっている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 幼稚園・保育所立地状況 

表 幼稚園・保育所立地状況 

※徒歩圏 

「都市構造の評価に関するハンドブック」（2014 年（平成26年）８月

国土交通省都市局都市計画課）の「生活サービス施設」に採用された一

般的な徒歩圏である半径800ｍ。 

出典）統計かんなみ、函南町 HP 

No 種別 施設名
1 保育所 西部保育園
2 保育所 若葉保育園
3 保育所 ひまわり保育園
4 保育所 函南さくら保育園
5 保育所 仁田マーガレット保育園
6 保育所 グローアップ函南園
7 保育所 仁田ふじさん保育園
8 保育所 はなみずき保育園
9 幼稚園 春光幼稚園
10 幼稚園 丹那幼稚園
11 幼稚園 間宮幼稚園
12 幼稚園 みのり幼稚園
13 幼稚園 自由ヶ丘幼稚園
14 こども園 二葉こども園

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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1-5 経済活動 

（１）産業別就業人口 

本町の産業別就業人口は、第３次産業に従事する割合が最も多く、増加傾向が続いており、

2020 年（令和２年）には 12,542 人で全就業者の約 70％となっています。 

一方、第２次産業に従事する人口は、1995 年（平成７年）以降減少を続けており、2020 年（令和

２年）で 4,795 人となっています。また、第１次産業に従事する人口も 1995 年（平成７年）以降減

少を続けており、2020 年（令和２年）では 628 人となっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（２）農業 

本町の農家数は、1995 年（平成７年）以降減少を続けており、2020 年（令和２年）では 579 戸と

なっています。同様に、経営耕地面積も 1995 年（平成７年）以降減少を続けており、2020 年（令

和２年）では 355ha となっています。 

また、１戸あたりの平均耕地面積も減少が続いており、2020 年（令和２年）では 0.61ha/戸とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 農家数、経営耕地面積の推移 

※経営耕地面積：2005 年（平成 17 年）からは販売農家、2020 年（令和２年）からは農業経営体の経営耕地面積 
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図 産業別就業人口の推移 
出典）統計書かんなみ 
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（３）工業 

本町の事業所数は減少傾向が続いており、2020 年（令和２年）では 44 事業所となっています。

従業者数及び製造品出荷額等は増減を繰り返していましたが、2020 年（令和２年）には新型コロナ

ウイルスの影響により大きく減少しています。 

一方、事業所あたりの製造品出荷額等は、新型コロナウイルスの影響により 2020 年（令和２年）

に大きく減少したものの、2010 年（平成 22 年）以降増加傾向が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（４）商業 

本町の商店数は 1999 年（平成 11 年）をピークに減少傾向となっており、2021 年（令和３年）で

は 223 店となっています。従業員数については、1999 年（平成 11 年）をピークに減少傾向にあり

ましたが、2014 年（平成 26 年）以降増加に転じており、2021 年（令和３年）では 2,043 人となっ

ています。 

また、年間商品販売額については、1997 年（平成９年）をピークに減少傾向にありましたが、2014

年（平成 26 年）以降増加に転じており、2021 年（令和３年）では535 億 32 百万円となっています。 

一方、売り場面積については、1999 年（平成 11 年）をピークに減少傾向となっており、2021 年

（令和３年）で 35,265 ㎡となっています。 

  

出典）工業統計調査、経済センサス-活動調査 ※従業員 4 人以上の事業所についての集計値 

図 工業事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 
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（５）観光 

本町の観光交流客数の推移をみると、観光レクリエーション客数は 2016 年（平成 28 年）まで 100

万人未満で推移していましたが、2017 年（平成 29 年）に「道の駅伊豆ゲートウェイ函南」が開業

したことにより大きく増加し 2019 年（令和元年）にかけて増加が続いていましたが、2020 年（令

和２年）は新型コロナウイルスの影響により大きく減少しています。また、宿泊客数についても増

加傾向となっていましたが、2020 年（令和２年）は新型コロナウイルスの影響により大きく減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※飲食店を除く 

出典）静岡県観光交流の動向 

図 観光交流客数の推移 

出典）商業統計調査、経済センサス-活動調査 

図 商店数、従業員数、商品販売額、売り場面積の推移

657 715 719 736
694 692

1,915

2,359
2,522

1,556
59 63 70 75

129
116

150

149
122

14

716 778 789 811 823 809

2,065

2,508
2,643

1,571

8.2 8.1 8.9 9.2 15.6 14.4 7.3
6.0

4.6

0.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2011年

（平成23年）

2012年

（平成24年）

2013年

（平成25年）

2014年

（平成26年）

2015年

（平成27年）

2016年

（平成28年）

2017年

（平成29年）

2018年

（平成30年）

2019年

（令和元年）

2020年

（令和2年）

観光レクリエーション客数 宿泊客数 宿泊客割合

（千人） （％）

351 334 360 319 308 290 230 235 223

2,289 2,159
2,671 2,582 2,525 2,577

1,733 1,926 2,043

60,926
63,020 61,460

58,843
54,364 55,834

43,078
46,809

53,532

35,189
37,905 38,117 36,676 34,828 36,381

34,384
30,798

35,265

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1994年

（平成6年）

1997年

（平成9年）

1999年

（平成11年）

2002年

（平成14年）

2004年

（平成16年）

2007年

（平成19年）

2014年

（平成26年）

2016年

（平成28年）

2021年

（令和3年）

商店数 従業員数 商品販売額 売場面積

（店・人） （百万円・㎡）



 

27 

1-6 地価 

本町の地価は、1995 年（平成７年）以降急激に下落しましたが、2005 年（平成 17 年）以降は下

落の幅が緩やかになり、ほぼ横ばいで推移しています。なお、用途地域別に見ると、間宮地区の近

隣商業地域（下表 No12）や、伊豆箱根鉄道駿豆線沿線に位置する第一種中高層住居専用地域（下表

No9）、第二種中高層住居専用地域（下表 No3,7,8））などの地価が高く、市街化調整区域の地価が

低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 用途地域別の平均地価の推移 

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

表 地価の推移 

1995年
（平成7年）

2000年
（平成12年）

2005年
（平成17年）

2010年
（平成22年）

2015年
（平成27年）

2020年
（令和2年）

住居系
用途地域

122,286 115,571 94,114 88,271 88,429 87,371

商業系
用途地域

208,000 164,000 114,000 110,000 111,000 110,000

市街化
調整区域

80,400 80,000 65,625 57,975 55,975 52,350

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1995年

（平成7年）

2000年

（平成12年）

2005年

（平成17年）

2010年

（平成22年）

2015年

（平成27年）

2020年

（令和2年）

住居系用途地域 商業系用途地域 市街化調整区域

（円/㎡）

※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 

※市街化調整区域は林地（下表）を除きます。 

用途地域
1995年

（平成7年）
2000年

（平成12年）
2005年

（平成17年）
2010年

（平成22年）
2015年

（平成27年）
2020年

（令和2年）

住宅地 104,000 103,000 81,000 69,400 66,000 63,700 地価公示
－ 1.0 0.8 0.9 1.0 1.0

住宅地 106,000 105,000 85,000 76,000 72,400 69,000 地価公示
－ 1.0 0.8 0.9 1.0 1.0

住宅地 134,000 123,000 102,000 96,000 97,700 98,500 地価公示
－ 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0

住宅地 81,300 81,200 72,000 61,800 58,300 54,000 地価公示
－ 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9

住宅地 95,000 93,500 70,000 58,100 54,100 49,000 地価公示
－ 1.0 0.7 0.8 0.9 0.9

住宅地 33,300 33,300 27,500 22,000 20,100 16,900 地価公示
－ 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8

住宅地 148,000 130,000 106,000 104,000 108,000 109,000 県地価調査
－ 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0

住宅地 135,000 123,000 99,000 96,000 98,500 99,000 県地価調査
－ 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0

住宅地 122,000 119,000 98,200 96,000 98,500 98,400 県地価調査

－ 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0
住宅地 107,000 106,000 87,600 80,500 77,900 74,000 県地価調査

－ 1.0 0.8 0.9 1.0 0.9
住宅地 112,000 112,000 93,000 90,000 91,400 89,500 県地価調査

－ 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0
商業地 208,000 164,000 114,000 110,000 111,000 110,000 県地価調査

－ 0.8 0.7 1.0 1.0 1.0
林地 29,300 15,000 6,000 5,200 4,900 － 県地価調査

－ 0.5 0.4 0.9 0.9 －

近隣商業地域

-
函南町平井字松峯
1693番34

市街化調整
区域

11
函南町塚本字北村367
番12外(次頁図参照)

市街化調整
区域

12
函南町間宮字板倉52
番2(次頁図参照)

市街化区域

9
函南町仁田字油免685
番7(次頁図参照)

市街化区域 第１種中高層
住居専用地域

10
函南町柏谷字城山723
番32(次頁図参照)

市街化区域 第１種低層住
居専用地域

7
函南町仁田字沢ノ前25
番9(次頁図参照)

市街化区域 第２種中高層
住居専用地域

8
函南町塚本字反里田
100番6外(次頁図参照)

市街化区域 第２種中高層
住居専用地域

5
函南町畑毛字前田469
番3(次頁図参照)

市街化調整
区域

6
函南町丹那字西方258
番1(次頁図参照)

市街化調整
区域

3
函南町仁田字堀之内
151番6(次頁図参照)

市街化区域 第２種中高層
住居専用地域

4
函南町平井字宿通り80
番10(次頁図参照)

市街化調整
区域

1
函南町上沢字反り畑
635番53(次頁図参照)

市街化区域 第１種中高層
住居専用地域

2
函南町平井字鶴巻
1300番55(次頁図参照)

市街化区域 第１種低層住
居専用地域

調査種別
（注４）

調査
地点
番号

地番又は住居表示

土地利用の状況

用途

価格（円/㎡）
（下段：変化率）
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図 地価分布状況 

出典）令和２年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域）

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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1-7 財政 

（１）歳入 

本町の歳入は、新型コロナウイルス対策費として国庫支出金により増加した 2020 年（令和２年）

～2021 年（令和３年）を除き、120～130 億円程度で概ね横ばいで推移しています。 

また、財源の内訳をみると、町税等で構成される自主財源、地方交付税等で構成される依存財源

ともに横ばいで推移しており、それぞれの構成比は、自主財源が 55～60％程度、依存財源が 40～

45％程度となっています。 

 

表 歳入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出典）統計書かんなみ 

図 歳入の推移 
出典）統計書かんなみ 

※各財源の内訳は、以下のとおり 

【自主財源】町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金、諸収入 

【依存財源】地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、 

ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、 

交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、町債 

（百万円）
2010年

（平成22年）
2011年

（平成23年）
2012年

（平成24年）
2013年

（平成25年）
2014年

（平成26年）
2015年

（平成27年）
2016年

（平成28年）
2017年

（平成29年）
2018年

（平成30年）
2019年

（令和元年）
2020年

（令和2年）
2021年

（令和3年）

自主財源 6,772 6,488 6,792 6,880 7,275 6,895 6,871 7,330 7,562 7,571 6,877 6,629
依存財源 5,608 5,412 5,357 5,888 5,251 5,166 5,262 4,997 5,006 5,686 9,996 7,973

合 計 12,379 11,900 12,149 12,768 12,526 12,061 12,134 12,327 12,568 13,256 16,873 14,602

55% 55% 56%
54%

58% 57% 57% 59% 60% 57%

41%
45%

45% 45% 44% 46% 42% 43% 43% 41% 40% 43% 59% 55%

6,772
6,488

6,792 6,880
7,275

6,895 6,871
7,330

7,562 7,571

6,877
6,629

5,608 5,412 5,357 5,888
5,251 5,166 5,262

4,997 5,006

5,686

9,996

7,973
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（平成26年）

2015年

（平成27年）

2016年

（平成28年）

2017年

（平成29年）

2018年

（平成30年）

2019年

（令和元年）

2020年

（令和2年）

2021年

（令和3年）

自主財源（構成比） 依存財源（構成比） 自主財源 依存財源

（百万円）

※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 
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（２）歳出 

本町の歳出の傾向を見ると、新型コロナウイルス対策費として補助費等が増加した 2020 年（令

和２年）～2021 年（令和３年）を除き、115～120 億円程度で概ね横ばいで推移しています。 

歳出の種別をみると、経常的経費は 2010 年（平成 22 年）以降は増加傾向で推移しており、歳出

全体の約 7割（2020 年（令和２年）～2021 年（令和３年）を除く）を占めています。このうち扶助

費が、高齢化等に伴う医療費、福祉目的の経費の増加により、増加傾向が顕著です。また、投資的

経費は約２割を占めていますが、近年減少傾向にあります。 

 表 歳出の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 歳出の推移 

  

出典）函南町 財政事情の公表 

出典）函南町 財政事情の公表 

※各経費の内訳は、以下のとおり 

【経常的経費】人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費、公債費 

【投資的経費】普通建設事業費、災害復旧費 

【その他】積立費、投資及び出資金、繰出金 

（百万円）
2010年

（平成22年）
2011年

（平成23年）
2012年

（平成24年）
2013年

（平成25年）
2014年

（平成26年）
2015年

（平成27年）
2016年

（平成28年）
2017年

（平成29年）
2018年

（平成30年）
2019年

（令和元年）
2020年

（令和2年）
2021年

（令和3年）

人件費 1,793 1,772 1,824 1,968 2,026 2,041 2,007 2,040 2,052 2,153 2,154 2,233
物件費 1,796 1,964 1,972 1,891 1,881 1,966 1,913 1,971 1,930 2,030 2,254 2,231
維持補修費 84 66 50 19 43 40 27 29 31 38 22 36
扶助費 1,636 1,698 1,740 1,771 1,927 1,964 2,102 2,129 2,052 2,185 2,310 3,230
補助費 827 799 795 876 824 941 900 1,003 972 1,510 5,302 1,551
公債費 1,200 1,200 1,177 1,170 1,111 939 956 956 985 991 1,006 996
小計 7,336 7,499 7,558 7,694 7,812 7,891 7,904 8,128 8,022 8,907 13,048 10,278
普通建設事業費 2,322 1,918 2,214 2,233 2,385 1,450 1,797 1,282 1,985 1,948 1,038 1,007
災害復旧費 0 0 0 0 2 1 0 0 0 426 289 28
小計 2,322 1,918 2,214 2,233 2,387 1,451 1,797 1,282 1,985 2,374 1,327 1,035
積立費 826 615 386 707 377 588 366 764 246 84 708 1,441
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
繰出金 1,388 1,428 1,402 1,422 1,444 1,531 1,628 1,640 1,690 1,218 1,249 1,177
小計 2,213 2,043 1,788 2,129 1,820 2,119 1,994 2,404 1,937 1,305 1,957 2,618

11,872 11,460 11,560 12,057 12,019 11,462 11,695 11,814 11,943 12,586 16,332 13,930

その他

歳出合計

経常的経費

投資的経費

62% 65% 65% 64% 65% 69% 68% 69% 67% 71%
80%

74%

20%
17% 19% 19% 20% 13% 15% 11% 17%

19%
8%

7%

19% 18% 15% 18% 15% 18% 17%
20%

16% 10% 12%
19%

7,336 7,499 7,558 7,694 7,812 7,891 7,904 8,128 8,022
8,907

13,048

10,278

2,322

1,918

2,214 2,233 2,387

1,451 1,797 1,282

1,985 2,374

1,327 1,035
2,213

2,043

1,788 2,129 1,820

2,119 1,994 2,404

1,937 1,305

1,957
2,618
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（平成28年）

2017年

（平成29年）
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（平成30年）

2019年

（令和元年）

2020年

（令和2年）

2021年

（令和3年）

経常的経費（構成比） 投資的経費（構成比） その他（構成比）

経常的経費 投資的経費 その他

（百万円）

※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 
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２ 都市構造評価 

2-1 都市構造評価の目的 

都市構造評価は、都市全体の人口分布、高齢化の推移等、人口の現状と将来見通しについて分析した

上で、人口分析結果と都市機能の分布状況・公共交通路線網・災害危険性が高い区域等を重ね合わせ、

「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」による集約型都市構造を構築する上での課題を明確にす

るために実施します。 

分析にあたっては、「都市構造の評価に関するハンドブック 国土交通省都市局都市計画課」に基づ

き、全国の都市の評価指標値と比較を行い、本町の都市構造の特徴を整理します。 
 

2-2 都市構造評価のまとめ 

都市の現状をもとに、以下の項目で都市構造を評価しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「徒歩圏」は、一般的な徒歩圏であ

る半径800ｍを採用。バス停は誘致

距離を考慮し300m。なお、本指標は、

以下の「生活サービス施設」及び「基

幹的交通路線」の全てを徒歩圏で享

受できる人口の比率。 

※「生活サービス施設」は以下の通り。 

医療施設…病院（内科又は外科）及

び診療所 

福祉施設…通所系施設、訪問系施

設、小規模多機能施設 

商業施設…専門スーパー、総合スー

パー、百貨店（※本町においては、

食品スーパー、ドラッグストアを対

象） 

※「基幹的公共交通路線」は、1日あた

り30本以上の運行頻度（概ねピーク

時片道３本以上に相当）の鉄道路線

及びバス路線。 

※「公共交通沿線地域」は、全ての鉄

道駅、バス停の徒歩圏（鉄道駅につ

いては 800m、バス停については

300m） 

※本町において「幼稚園」は、「保育

所」の役割を担っているため都市構

0

20

40

60

80

100

日常生活サービスの

徒歩圏充足率

生活サービス施設の

徒歩圏人口カバー率（医療）

生活サービス施設の

徒歩圏人口カバー率（福祉）

生活サービス施設の

徒歩圏人口カバー率（商業）

基幹的公共交通路線の

徒歩圏人口カバー率

生活サービス施設の

利用圏平均人口密度（医療）

生活サービス施設の

利用圏平均人口密度（福祉）

生活サービス施設の

利用圏平均人口密度（商業)

公共交通沿線地域の

人口密度

高齢者福祉施設の

1km圏域高齢人口カバー率

保育所の徒歩圏

0～5歳人口カバー率

偏差値50（※地方都市圏(概ね30万)の平均） 函南町(2040年) 函南町(2020年)

全国
地方都市圏
(概ね30万)

2020年 2040年

％ 43 30 31 36

医療 ％ 85 76 76 82

福祉 ％ 79 73 84 85

商業 ％ 75 65 57 62

％ 55 40 36 40

医療 人/ha 39 20 20 18

福祉 人/ha 38 19 18 14

商業 人/ha 42 24 35 31

人/ha 35 16 18 16

％ 72 67 88 89

％ 74 66 77 80

浸水 ％ － － 56 60

土砂災害 ％ － － 20 15

都市規模別平均値 函南町
単位評価指標評価軸

生活利便性

健康・福祉

安全・安心
防災上危険性が懸念される
地域に居住する人口の割合

日常生活サービスの徒歩圏充足率

生活サービス施設の徒歩圏
人口カバー率

基幹的公共交通路線の徒歩圏人口カバー率

生活サービス施設の利用圏
平均人口密度

公共交通沿線地域の人口密度

高齢者福祉施設の1km圏域高齢人口カバー率

保育所の徒歩圏0～5歳人口カバー率
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2-3 生活利便性 

（１）日常生活サービス 

日常生活サービス（商業・福祉・医療・基幹的公共交通）の全ての徒歩圏充足率は、2020 年（令和２

年）で 31％、2040 年で 36％となっており、地方都市圏（人口約 30 万人）の平均値 30％を僅かに上回っ

ています。 

 

■日常生活サービスのカバー率（2020 年（令和２年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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■日常生活サービスのカバー率（2040 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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（２）医療施設 

医療施設の徒歩圏人口カバー率は、2020 年（令和２年）で 76％、2040 年で 82％と地方都市圏（人口

約 30 万人）の平均値 76％を上回っています。 

徒歩圏内の平均人口密度は、2020 年（令和２年）で 20 人/ha、2040 年で 18 人/ha となり、地方都市

圏の平均値 20 人/ha を僅かに下回っています。 

 

■医療施設のカバー率（2020 年（令和２年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 
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■医療施設のカバー率（2040 年） 
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（３）福祉施設（通所系・訪問系・小規模多機能） 

福祉施設の徒歩圏人口カバー率は、2020 年（令和２年）で 84％、2040 年で 85％となっており、地

方都市圏の平均値 73％を上回っています。 

徒歩圏内の平均人口密度は、2020 年（令和２年）で 18 人/ha、2040 年は 14 人/ha となり、地方都市

圏の平均値 19 人/ha を僅かに下回っています。 

 

■福祉施設のカバー率（2020 年（令和２年）） 
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■福祉施設のカバー率（2040 年） 
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（４）商業施設 

商業施設の徒歩圏人口カバー率は、2020 年（令和２年）で 57％、2040 年で 62％と地方都市圏の平

均値 65％を下回っています。 

徒歩圏内の平均人口密度は、2020 年（令和２年）で 35 人/ha、2040 年で 31 人/ha となり、地方都市

圏の平均値 24 人/ha を大きく上回っています。 

 

■商業施設のカバー率（2020 年（令和２年）） 
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■商業施設のカバー率（2040 年） 
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（５）公共交通 

①基幹的公共交通路線※ 

基幹的公共交通路線の徒歩圏人口カバー率は、2020 年（令和２年）で 36％となり地方都市圏の

平均値 40％を下回っていますが、2040 年で 40％に上昇し、平均値と同値となります。 

※基幹的公共交通路線：1日あたり 30本以上の運行頻度（概ねピーク時片道３本以上に相当）の鉄道路線及びバス路線。 

 

■基幹的公共交通のカバー率（2020 年（令和２年）） 
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■基幹的公共交通のカバー率（2040 年） 
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②公共交通 

公共交通沿線地域の人口密度は、2020 年（令和２年）で 18 人/ha、2040 年で 16 人/ha となっていま

す。僅かに減少するものの、地方都市圏の平均値 16 人/ha と同値となっています。 

 

■公共交通のカバー率（2020 年（令和２年）） 
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■公共交通のカバー率（2040 年） 
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2-4 健康・福祉 

（１）高齢者福祉施設 

高齢者福祉施設の１㎞圏域高齢人口のカバー率は、2020 年（令和２年）で 88％、2040 年で 89％と地

方都市圏の平均値 67％を大きく上回っています。 

 

■高齢者福祉施設の１㎞圏域（2020 年（令和２年）） 
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■高齢者福祉施設の１㎞圏域（2040 年） 
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（２）保育所・幼稚園 

保育所・幼稚園の徒歩圏０～５歳人口カバー率は、2020 年（令和２年）で 77％、2040 年で 80％とな

っており、地方都市圏の平均値 66％を大きく上回っています。 

 

■保育所・幼稚園の徒歩圏（2020 年（令和２年）） 
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■保育所・幼稚園の徒歩圏（2040 年） 
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2-5 安全・安心 

（１）浸水想定区域 

浸水想定区域内に居住する住民の割合は、2020 年（令和２年）で 56％、2040 年で 60％となってい

ます。 

人口密度が高い間宮地区、塚本地区、仁田地区などが浸水想定区域に含まれています。 

 

■浸水想定区域の人口（2020 年（令和２年）） 
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■浸水想定区域の人口（2040 年） 
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（２）土砂災害警戒区域 

上沢地区や平井地区などに点在する土砂災害警戒区域を含む地域に居住する人口割合は、2020 年（令

和２年）で 20％、2040 年で 15％となっています。 

 

■土砂災害警戒区域の人口（2020 年（令和２年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伊豆縦貫自動車道 

東駿河湾環状道路 

伊豆中央道 



 

51 

■土砂災害警戒区域の人口（2040 年） 
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３ 函南町の都市構造に関する課題 

本町の現状分析・都市構造評価から、導き出される都市構造上の課題を整理します。 

 

3-1 都市構造上の特性 

（１）現況分析のまとめ 

【人口・世帯】 

・ 本町の人口は、2005 年（平成 17 年）をピークに減少しており、市街化区域内外ともに減少傾向になってい

ます。市街化区域内の人口は、総人口の３分の２を占めています。 

・ 年齢３区分別人口は、2020 年（令和２年）で年少人口が 11.6％、生産年齢人口が 55.4％、老年人口が

32.8％となっています。近年は、年少人口及び生産年齢人口が減少傾向、老年人口が増加傾向となってい

ます。 

・ 人口集中地区の範囲は、2000 年（平成 12 年）以降大きな変化はありません。人口集中地区の人口密度

は約 60 人/ha と、横ばいで推移しています。 

・ 世帯数は増加傾向にありますが、人口減少にともない、1 世帯あたりの人員数は減少しています。 

・ 将来人口は 2040 年で 29，958 人まで減少することが見込まれており、2020 年（令和２年）と比較して約

19％の減少率となっています。 

・ 地区別にみると、間宮・塚本・仁田・大土肥・柏谷地区の人口減少率が、比較的低くなっています。 

・ 年齢３区分別人口は、2040 年で年少人口が 9.7％、生産年齢人口が 51.3％、老年人口が 39.0％となっ

ています。 

 

【土地利用・開発】 

・ 市街化区域においては、都市的土地利用が約 90.1％となっており、そのうち、住宅用地が約 47.5％を占め

ています。 

・ 未利用地については、住居系用途地域内に約 29.3ha、工業系用途地域内に約 1.3ha 存在しますが、その

多くが 2.0ha 未満となっており、5.0ha 以上の一団の未利用地は存在しません。 

・ 宅地の開発及び建物新築の動向は、市街化区域に集中しているほか、ダイヤランド地区等の別荘地で多く

なっています。 

・ 農地転用は増加傾向にあり、転用地の多くは市街化区域内に集中していますが、市街化調整区域の丘陵

地帯や西部の水田地帯等周辺にも点在しています。 

 

【都市交通】 

・ 交通手段は、鉄道・二輪車・徒歩が減少、自動車が増加しており、2017 年（平成 29 年）で自動車の分担率

は 71.8％と最も高くなっています。 

・ 公共交通は、伊豆箱根鉄道駿豆線伊豆仁田駅・JR 東海道本線函南駅が立地しています。 

・ 伊豆仁田駅の日平均乗車人員は、経年的にほぼ横ばいで推移、JR 函南駅は減少傾向となっています。 

・ 路線バスは、民間の伊豆箱根バスが運行されており、町に隣接する伊豆箱根鉄道駿豆線大場駅と JR 函南

駅から、町内を連絡する路線が運行されています。また、町内の主要施設を結ぶ「函南町拠点循環バス」が

実証運行されています。 

・ 町東部の別荘地は、管理組合・管理会社による限定の路線バスが運行されています。 
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【経済活動】 

・ 産業別就業人口は、第３次産業に従事する割合が最も多く、増加が続いており、2020 年（令和２年）には

12,542 人で全就業者の約 70％となっています。一方で、第１次産業、第２次産業に従事する人口について

は、減少しています。 

・ 農家数、経営耕地面積が減少傾向にあります。 

・ 工業事業所数は減少傾向にあり、従業者数・製造品出荷額等は増減を繰り返しています。 

・ 1 事業所あたりの製造品出荷額等は、増加傾向が続いています。 

・ 商店数、売り場面積は減少傾向にありますが、商品販売額は 2014 年（平成 26 年）以降増加傾向にありま

す。 

・ 観光交流客数は、2016 年（平成 28 年）までは 100 万人未満でしたが、2017 年（平成 29 年）に「道の駅

伊豆ゲートウェイ函南」が開業したことにより、2019 年（令和元年）で約 260 万人となっています。一方、本

町は宿泊客数の割合が低く、観光交流客数の約 5％となっています。 

・ 地価は、2005 年（平成 17 年）以降ほぼ横ばいで推移しています。 

 

【財政】 

・ 歳入について、自主財源・依存財源ともに増減を繰り返しているものの、長期的には約 120～130 億円で横

ばいとなっており、構成比は自主財源 55～60％程度、依存財源 40～45％程度で推移しています。 

・ 歳出は 115～120 億円程度で推移しているものの、近年は高齢化に伴う医療費の増大等により扶助費が増

加傾向となっています。 
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（２）都市構造評価 

【都市機能】 

・ 医療施設、福祉施設、商業施設等の日常生活サービス施設は、ほとんどが市街化区域内に立地していま

す。 

・ 日常生活サービス（医療・福祉・商業・基幹的公共交通）の徒歩圏充足率は、2020 年（令和２年）で 31％と

なっており、地方都市圏の平均値 30％よりも高くなっています。また、2040 年には 36％まで増加すると予

想されています。 

・ 医療施設の徒歩圏人口カバー率は、2020 年（令和２年）で 76％、2040 年で 82％と地方都市圏の平均値

76％より高く、徒歩圏内の人口密度 2020 年（令和２年）で 20 人/ha、2040 年で 18 人/ha と地方都市圏

の平均値 20 人/ha より低くなっています。 

・ 福祉施設の徒歩圏人口カバー率は、2020 年（令和２年）で 84％、2040 年で 85％と地方都市圏の平均値

73％より高く、徒歩圏内の人口密度は 2020 年（令和２年）で 18 人/ha、2040 年で 14 人/ha と地方都市

圏の平均値 19 人/ha より低くなっています。 

・ 商業施設の徒歩圏人口カバー率は、2020 年（令和２年）で 57％、2040 年で 62％と地方都市圏の平均値

65％より低くなっています。徒歩圏内の人口密度は 2020 年（令和２年）で 35 人/ha、2040 年で 31 人/ha

と地方都市圏の平均値 24 人/ha よりも高くなっています。 

・ 幼稚園、保育所の徒歩圏 0～5 歳人口カバー率は、2020 年（令和２年）で 77％、2040 年で 80％と、地方

都市圏の平均値 66％より高くなっています。 

 

【公共交通】 

・ 基幹的公共交通路線の徒歩圏人口カバー率は、2020 年（令和２年）で 36％となり地方都市圏平均 40％

を下回っていますが、2040 年で 40％に上昇し、平均値と同値となります。 

・ 公共交通沿線地域の人口密度は、2020 年（令和２年）で 18 人/ha、2040 年で 16 人/ha となっています。

僅かに減少するものの、地方都市圏の平均値 16 人/ha と同値となります。 

※基幹的公共交通路線：1日あたり 30本以上の運行頻度（概ねピーク時片道３本以上に相当）の鉄道路線及びバス路線。 

 

【災害】 

・ 浸水想定区域内に居住する住民の割合は、2020 年（令和２年）で 56％、2040 年で 60％となっています。

人口密度の高い間宮地区、塚本地区、仁田地区が浸水想定区域に含まれています。 

・ 上沢地区や平井地区に点在する土砂災害警戒区域を含む地域に居住する住民は、2020 年（令和２年）で

20％、2040 年で 15％となっています。 
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3-2 都市構造上の課題 

今後、人口減少・少子高齢化の進行、厳しい財政状況等が進んだ場合の本町における都市構造上の課

題は、次のとおりです。 

 

（１）地域活力の低下 

・人口減少が進む地域では、一定の人口規模で成り立っていた日常生活サービス施設の撤退や公共

交通の維持が困難になるとともに、低・未利用地の増加等により、地域の魅力喪失・利便性の低

下が懸念されます。 

・高度経済成長期に開発された郊外の住宅地や別荘地等においては、居住者の高齢化、住宅の老朽

化、地域活力の低下等が顕在化し、今後さらに深刻化することが懸念されます。 

・人口減少や高齢化が進む丹那地区等の集落地については、日常生活サービス機能の低下、空き地・

空き家の増加及び地域コミュニティの活力の低下が進むとともに、耕作放棄地の増大等による周

辺の営農環境の悪化が懸念されます。 

 

（２）拠点機能・魅力の低下 

・多様な機能を有する中心市街地において、日常生活サービス施設の持続が困難になり、低・未利

用地等が増加することにより、拠点機能が低下、喪失し、町内全域の生活利便性の低下が懸念さ

れます。 

・特に商業施設については、徒歩圏人口カバー率が低く、日常品の買い物等の利便性低下が懸念さ

れます。 

 

（３）公共交通の衰退 

・交通手段として、自動車分担率が約 70％と高くなっており、高齢化社会における町民の移動手段

となる公共交通の維持が困難になっています。特に路線バスは、バス路線沿線地域の人口減少に

おける利用者の減少が見込まれることにより、サービス水準の低下や路線廃止等が懸念されます。 

・高齢化が進み、外出に不安を感じる町民が増加するとともに、交通弱者の外出が制限され、自立

した日常生活を送ることが困難になることが懸念されます。 

 

（４）災害に対する不安の増大 

・浸水想定区域内に人口の 56％が居住していますが、近年では局地的な集中豪雨が増加しており、

これに伴う水害や土砂災害の発生が懸念されています。さらに、高齢化の進行に伴い、災害発生

時には避難困難者が増加することも懸念されます。 

 

（５）財政運営の悪化 

・生産年齢人口の減少や産業の停滞等に伴い、町税等の収入が減少していくことが見込まれる一方

で、高齢化の進行による扶助費の増加や公共施設の維持管理費の増加等により、財政状況の悪化

が懸念されます。 

・函南町公共施設等総合管理方針によると、本町における多くの公共施設等は老朽化が進行してお

り、これら施設の更新や改修に係る財政負担や施設の安全性及び性能の確保が懸念されます。 
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3-3 まとめ 

人口減少・少子高齢化に伴う都市構造への影響や本町の都市の現状等を踏まえ、課題と対応の方向

性を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜人口・世帯＞ 

○人口は、2015年（平成17年）をピークに減少傾向、市街

化区域の人口は総人口の2/3 

○年少人口・生産年齢人口は減少、老年人口は増加 

○人口集中地区の範囲、人口密度は大きな変化なし 

○世帯数は増加傾向にあるが、1世帯あたりの人員は減少 

○2040年の人口は、20２0年（令和２年）から約19％減少と

推計 

○年齢３区分人口は、年少人口が約11％、生産年齢人口

が約55％、老年人口が約33％と少子高齢化が進行 

＜土地利用・開発＞ 

○市街化区域内においては、都市的土地利用が約90％、う

ち住宅用地が約48％ 

○未利用地は住居系用途地域内に約29ha、工業系用途

地域内に約1.3ha。その多くが2ha 未満 

○宅地開発、建物新築の動向及び農地転用は市街化区域

に集中。一部の別荘地周辺等も多い 

【都市の現状】 
＜都市交通＞ 

○2017年（平成29年）で自動車分担率が約70％と最も高い 

○伊豆仁田駅の日乗車人員はほぼ横ばい、JR 函南駅の日乗

車人員は減少 

○大場駅及び JR 函南駅から路線バスが運行し、町内循環バ

スも実証運行しているが、運行頻度は低い。 

＜都市機能＞ 

○日常生活サービス施設のほとんどが市街化区域内に立地 

○日常生活サービスの徒歩圏充足率は2020年（令和２年）で31％、

2040年で36％と地方都市圏平均（30％）より高い 

○医療施設の徒歩圏人口カバー率は2020年（令和２年）で76％、

2040年で82％と地方都市圏平均（76％）より高い 

○福祉施設の徒歩圏人口カバー率は2020年（令和２年）で84％、

2040年で85％と地方都市圏平均（73％）より高い 

○商業施設の徒歩圏人口カバー率は2020年（令和２年）で57％、

2040年と62％で地方都市圏平均（65％）より低い 

○幼稚園、保育所の徒歩圏0～5歳人口カバー率は2020年（令和２

年）で77％、2040年で80％と地方都市圏平均（66％）より高い 

＜災害＞ 
○浸水想定区域内に居住する人口の割合は、

2020年（令和２年）で56％、2040年で60％、人
口密度の高い平坦地が含まれる 

○土砂災害警戒区域を含む地域に居住する人口
の割合は2020年（令和２年）で20％、2040年で
15％ 

＜財政＞ 

○歳入は約120～130億円でほぼ横ばい、自主財源が約55～

60％、依存財源が約40～45％ 

○歳出は約115～120億円で推移しているが、扶助費が増加 

【都市構造】 ＜公共交通＞ 

○基幹的公共交通路線の徒歩圏人口カバー率は

2020年（令和２年）で36％、2040年で40％と地

方都市圏平均（40％）と同等 

○公共交通沿線地域の人口密度は2020年（令和

２年）で18人/ha、2040年で16人/ha と地方都

市圏平均（16人/ha）と同等あるいは高い 

❶地域活力の低下 

・ 日常生活サービス施設の撤退や公

共交通の維持が困難になるととも

に、低・未利用地の増加等により地

域の魅力・利便性の低下が懸念 

・ 郊外の住宅地や別荘地等において

は、居住者の高齢化、住宅の老朽

化、地域活力の低下等が顕在化 

・ 集落地については、日常生活サー

ビス機能の低下、空き地・空家の増

加及び地域活力の低下が進むとと

もに周辺の営農環境の悪化が懸念 

➌公共交通の衰退 

・ 自動車分担率が約 70％と高く、路

線バスは利用者が減少し、サービス

水準の低下や路線廃止等が懸念 

・ 交通弱者の外出が制限され、自立

した日常生活を送ることが困難 

❹災害に対する不安の増大 

・ 浸水想定区域内に総人口の 56％

が居住しているとともに、災害発生

時には避難困難者の増加が懸念 

❺財政運営の悪化 

・ 町税等の収入の減少、扶助費の増

加や公共施設の維持管理費の増加

等により、財政状況の悪化が懸念 

・ 多くの公共施設等の更新や改修に

係る財政負担や施設の安全性及び

性能の確保が懸念 

❷拠点機能・魅力の低下 

・ 中心市街地では、拠点機能が低

下、喪失し、町内全域の生活利便

性の低下が懸念 

＜経済活動＞ 
○就業人口は減少傾向 
○農家数及び経営耕作面積も減少 
○工業事業所数は減少傾向 
○1事業所あたり製造品出荷額等は増加傾向 
○商店数、売り場面積は減少傾向にあるが、商品販売額が増

加傾向 
○観光交流客数は100万人未満であったが、道の駅の開業により

約260万人にまで増加。一方、宿泊客数の割合が低い 
○地価は2005年（平成17年）以降横ばい 

【現
状
】 

都
市
構
造
上
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参考２ 水害と誘導区域の関係性の検証 

１ 本町における水害履歴と対策 

本町は、一級河川狩野川の中流域の一部に位置しており、全般的に急峻な山地に囲まれているため

に洪水が短時間に平野部に到達することや、狩野川の水位が上昇し、流域に降った雨を狩野川に排水

できない河川が多いことから、これまで1958年（昭和33年）の狩野川台風をはじめ、1998年（平成10

年）、2002年（平成14年）、2004年（平成16年）、2007年（平成19年）、2019年（令和元年）に台風等の

襲来により浸水被害が発生しています。 

これまでにおいても、狩野川中流域豪雨災害対策アクションプラン（平成25年7月）を中心に河川整

備や貯留施設の整備などのハード対策とハザードマップの公表など防災情報の提供や適正な土地利

用の誘導などのソフト対策等を行政機関や地域住民が一体となって、総合的な雨水排水対策を進めて

きました。 

 

表：過去の水害災害と対策履歴 

年⽉ 
災害 

●：狩野川  ●：⼤場川 
●：来光川  ●：柿沢川 

対策 
◆：狩野川整備 ◆：⼤場川整備 
◆：来光川整備 ◆：柿沢川整備 

1948 年 

（昭和 23 年） 

アイオン台風 

・箱根⼭系に⼤⾬を降らせ、堤防被害
1,000ｍ、流失橋梁 19、死者 1 名等の被
害を⽣じた。 

◆⼤場川の治⽔は、1949 年（昭和 24 年）
に計画⾼⽔流量を 460ｍ3/秒に定めた。 

◆1951 年（昭和 26 年）に狩野川放⽔路⼯
事に着⼿。 

1958 年 

（昭和 33 年） 

狩野川台風 

・伊⾖半島南端を北上した台⾵は、狩野川
流域⼀帯に⼤⽔害を及ぼし、町平坦部⽔
⽥にも未曾有の被害を及ぼした。家屋の
全壊・流失 10 棟、死者 2 名・重軽傷者
53 名の被害を⽣じた。 

 

1959 年 

（昭和 34 年） 

伊勢湾台風 

・最大風速は御前崎南南西秒速 35.6ｍ、石

廊崎南西秒速 29.2ｍ、浜松南南東秒速

26.4ｍで雨量は山岳方面で 1 時間雨量は

30 から 35 mm に達し、大井川、天竜川中

流域で 200 から 350 mm でかなりの損害を

生じた。 

 

1961 年 

（昭和 36 年） 

集中豪雨 

・狩野川台風と同様伊豆地方に大雨を降ら

せ雨量は 200 から 300 mm に達し、当町で

は大洪水となり大被害を受けた。床上浸

水は、1,500 棟に及んだ。 

◆1965 年（昭和 40 年）に狩野川放⽔路完
成 

1966 年 

（昭和 41 年） 

・御前崎の西に上陸し、進路を北北東に変え

て梅ケ島付近を通って本州を縦断し三陸

沖へぬけた。御前崎で最大瞬間風速東北東

秒速 50.5ｍ、三島で秒速 42ｍ、雨量は天

城や山間部では 200 から 400 mm となり相

当の被害を生じた。 

◆⼤場川の国管理区間の改修が開始され
た。 

◆1967 年（昭和 42 年）に⼀級河川の指定
を受け、狩野川⽔系⼯事実施基本計画を
策定し、これまでに築堤、護岸等の整備
と、沿川の都市化の進展に伴い深刻化し
た内⽔被害の軽減を図るための排⽔機場
の整備等を⾏った。 
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年⽉ 
災害 

●：狩野川  ●：⼤場川 
●：来光川  ●：柿沢川 

対策 
◆：狩野川整備 ◆：⼤場川整備 
◆：来光川整備 ◆：柿沢川整備 

1971 年 

（昭和 46 年） 

・台風は九州大隅半島に上陸後進路を北東

に転じ、次第に衰えながら四国の土佐湾

から淡路島付近、志摩半島、静岡県南岸

を通り房総沖に去った。静岡県南岸を通

過するときは、985hPa となったため、風

の被害は少なかったが、雨量は 150 から

300 mm で多い所では 400 mm となったため

かなりの被害が生じた。 

◆⼤場川の県管理区間において改修に着⼿
し、狩野川の背⽔の影響を受ける下流部
の有堤区間や、盆地状の平地である中上
流部の有堤区間を中⼼に改修が進められ
た。市街化が進んでいた中下流部は、掘
込河道であり、護岸整備を中⼼に河川⼯
事が⾏われた。 

1973 年 

（昭和 48 年） 

 ◆柿沢川の改修に着⼿し、県管理区間の下
流端より堤防の整備と河積の拡⼤を進め
てきた。 

1982 年 

（昭和 57 年） 

8 月・9 月 

●来光川流域で浸⽔被害が発⽣した。  

1990 年 

（平成 2年） 

9 月 

●⼤場川で河岸決壊による⼈家流失を含む
⼤きな⽔害が発⽣した。 

◆集中的な投資により短期間で改修が進
み、⼤場川の⻘⽊橋から下流の 4.1km 区
間で流下能⼒の増⼤が図られた。 

◆洪⽔を契機に、学識経験者や流域市町、
国及び県で構成する検討委員会を設⽴
し、協議・検討を進めた結果、河川と流
域を⼀体として考えた総合的な治⽔計画
である「⼤場川流域⽔防災計画」が 1992
年（平成 4 年）3 ⽉に策定された。 

1998 年 

（平成 10 年） 

8 月・9 月 

●激しい豪⾬に⾒舞われ、柿沢川上流の静岡
県丹那⾬量観測所においては、総⾬量
288mm で、午前 7 時から 9 時までの 2 時
間の⾬量は 111mm に達した。この豪⾬に
より柿沢川が氾濫し、柿沢台地区含む平坦
地域で床上浸⽔ 264 棟、床下浸⽔ 298 棟
の浸⽔被害に⾒舞われた。 

●洪⽔時の激しい流れにより再び⼤場川の
河岸決壊が発⽣し、住宅の⼀部や⽣活道
路の流失などの災害が発⽣した。 

●来光川の計画⾼⽔流量に匹敵する流量と
なり、溢⽔や内⽔氾濫による浸⽔被害が
広範囲で発⽣した。特に既往最⼤洪⽔と
なった。 

◆柿沢川の下流の平地部では、地形的に⾃
然排⽔が困難な農⽤地を中⼼に、内⽔氾
濫による浸⽔被害が発⽣し、湛⽔防除事
業による排⽔機場の整備が実施されてい
る。 

◆洪⽔を契機に柿沢川の改修を促進させ、
2003 年（平成 15 年）までに畑⽑⼤橋付
近までの約 3km 区間の改修を完了した。 

◆⼤場川は、専⾨家の助⾔等を得て河床の
異常洗掘防⽌とモニタリングの充実など
の対策を講じた。 

◆8 ⽉洪⽔を契機とした集中的な投資によ
り、来光川の県管理区間の下流端より堤
防の整備と河積の拡⼤が進み、2003 年
（平成 15 年）までに松川橋付近までの
約 1.8km 区間の改修を完了した。 

1999 年 

（平成 11 年） 

 ◆新畑⽑⼤橋から駒形橋までの間のショー
トカットを含め、堤防拡幅⼯事に着⼿し
た。河川低⽔部については、畑⼩⾕の沢
の砂防⼯事現場から発⽣した⾃然⽯を利
⽤し、環境に配慮した改修が施⼯された。 
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年⽉ 
災害 

●：狩野川  ●：⼤場川 
●：来光川  ●：柿沢川 

対策 
◆：狩野川整備 ◆：⼤場川整備 
◆：来光川整備 ◆：柿沢川整備 

2000 年 

（平成 12 年） 

 ◆ショートカット部の河川本体⼯事が概ね
完成した。懸案だった旧川合流部の⽤地
の協⼒が得られ、8 ⽉に通⽔式を挙⾏し
た。また駒形橋の下部⼯が完成し 11 ⽉
には、上部⼯の架設に着⼿。⻑年に渡る
ショートカット事業が概ね完成した。 

2001 年 

（平成 13 年） 

 ◆旧川合流部の築堤⼯事に着⼿すると共
に、畑⽑排⽔機場周辺の築堤⼯事に着⼿
した。また榎⽊橋下部及び条件護岸及び
畑⽑⼤橋・北⼤橋にも着⼿した。 

2002 年 

（平成 14 年） 

 ◆畑⽑⼤橋周辺の護岸⼯事嵩上げ⼯事に着
⼿し、畑⽑⼤橋、北⼤橋が完成した。ま
た、河川構造物でもある 4 基の樋管⼯事
と旧川合流部の環境整備に着⼿した。 

2003 年 

（平成 15 年） 

 ◆⻑崎橋上流の国交省取付部の築堤⼯事と
4 基の樋管⼯事及び畑⽑排⽔機場から旧
韮⼭町リサイクルプラザまでの築堤⼯事
を実施し、柿沢川河川改修⼯事が全て完
了した。 

2004 年 

（平成 16 年）

10 月 

・台風第 22 号  

2005 年 

（平成 17 年）

8 月 

・台風第 11 号による内水氾濫による浸水被

害により床上浸水 44 戸、床下浸水 94 戸発

生した。 

 

2007 年 

（平成 19 年）

9 月  

・台風第 9 号  

2015 年 

（平成 27 年） 

 ◆平成 10 年 8 ⽉洪⽔を受けて、2015 年度
（平成 27 年度）までに、狩野川合流点付
近から観⾳橋付近までの約 3.4kｍの改修
が完了。 

2017 年 

（平成 29 年） 

 ◆⼤場川左岸下流域（⼋ツ溝⽤⽔ならびに
六反⽥川、函南観⾳川沿川）の浸⽔被害
を軽減するため、⼤洞川から来光川への
放⽔路を整備した。 

2019 年 

（令和元年） 

10 月 

・台風第 19 号（令和元年東日本台風）よる

内水氾濫による浸水被害により全壊 4 棟、

半壊 3 棟、一部損壊 71 棟、床上浸水 371

棟、床下浸水 137 棟発生した。 

◆観⾳橋から上流の 800ｍについて、堤防
整備中。 

2021 年 

（令和 3年） 

 ◆新⽥第⼆樋管流⼊区域における浸⽔被害
の軽減のため、新⽥第⼀・第⼆樋管連絡
⽤⽔路新設⼯事に着⼿。 

 

  

出典）「函南町風水害の歴史」函南町 HP、「狩野川水系の中部の治水対策」しずおか河川ナビゲーション HP、狩野川水系河川整備計

画、函南町地域防災計画 
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表：堤防の整備状況 

河川名 

大臣管理

区間延長 

（km） 

計画堤防断面 
今後整備が 

必要な区間 

延長 

（km） 

率 

（％） 

延長 

（km） 

率 

（％） 

狩野川 24.9 36.9 79.8 9.3 20.2 
黄瀬川 2.7 1.2 32.7 2.4 67.3 
柿田川 1.2 0.0 - 0.0 - 
大場川 2.6 5.0 100.0 0.0 0.0 
来光川 1.5 3.0 100.0 0.0 0.0 
柿沢川 0.9 1.7 100.0 0.0 0.0 

狩野川放水路 3.0 4.1 100.0 0.0 0.0 
合計 36.8 51.8 81.5 11.7 18.5 

 

 

本町においても、排水機場の耐震化や地下式調整池の設置、ポンプパッケージの活用などの公的な

内水対策を進めると同時に、一般住宅を対象にした雨水貯留施設または雨水浸透施設の設置支援を進

め、町民が意識を持った被害軽減への取組についても進めてきました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）狩野川水系河川整備計画【大臣管理区間】（2016 年(平成 28 年)3 月末現在） 

雨水貯留施設設置 

出典）函南町資料 

新田排水機場改修工事完成時 

函南中学校テニスコート地下式調整池設置工事 ポンプパッケージの活用 
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（参考）函南町水災害対策プランの概要 

 

 

気候変動により降雨が頻発化・激甚化することを踏まえ、河川及び流域の関係者が一体となった治

水対策を進めることとし、今後概ね20年で令和元年東日本台風と同規模の洪水に対して、床上浸水※

を概ね４割軽減することを目指す。（※浸水深が45cm以上である世帯を床上浸水とする。） 
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２ 水害の危険性と居住地の関係性について 

2-1 浸水想定区域における浸水深の定義 

地点別浸水シミュレーション検索システム（国土交通省）によると、浸水深0.5ｍは1階の床高の目

安となっており、浸水深0.5ｍ以上となると１階床上浸水や氾濫時には避難が困難等の被害・影響が

あります。また、浸水深3.0ｍ以上で２階浸水し、木造家屋が全壊する恐れがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）地点別浸水シミュレーション検索システム（浸水ナビ） 
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2-2 本町における水害と居住地の関係性 

本町で特に浸水被害が想定されている東駿河湾環状線沿道地区地区計画区域周辺地域（都市にぎわ

い交流拠点周辺）においては、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の整備に伴い基盤整備が進むとと

もに、都市機能も集積しています。 

東駿河湾環状線沿道地区地区計画区域周辺地域をはじめとした平坦部の東側には急峻な山地が位

置しているため、浸水深0.5ｍ未満の区域がほぼ存在しておらず、平坦部の大半が浸水深3.0ｍ以上と

なっています。また、浸水深3.0ｍ以上である大半が、将来人口密度が50人/haを確保できる地域とな

っています。 

そのため、多くの町民が暮らす浸水被害が想定される地域では、活力を保ちながら安心・安全なま

ちづくりを進めていくため、より一層、行政機関や地域住民が一体となり、総合的な水害対策を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 洪水浸水想定区域（想定最大規模）と人口密度分布の重ね図 
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（参考）函南町の避難所 

●指定避難所一覧（令和５年１月１日現在） 

№ 施設名 所在地 収容可能者人数(人)※ 

1 町立函南中学校 419-0114 函南町仁田 56 
2,429 

(504) 

2 町立東中学校 419-0112 函南町柏谷 540 
3,536 

(599) 

3 町立函南小学校 419-0114 函南町仁田 148 
1,778 

(419) 

4 町立東小学校 419-0107 函南町平井 972 
1,955 

(361) 

5 町立西小学校 419-0123 函南町間宮 475 
1,503 

(375) 

6 町立桑村小学校 419-0101 函南町桑原 933 
1,213 

(123) 

7 町立丹那小学校 419-0105 函南町丹那 443 
1,033 

(140) 

8 西部コミュニティセンター 419-0125 函南町肥田 667-1 
110 

(99) 

9 農村環境改善センター 419-0105 函南町丹那 333-1 
110 

(72) 

10 県立田方農業高校 419-0124 函南町塚本 961 
735 

(147) 

合計 
14,402 

(2,839) 

※ 下段（  ）数は、新型コロナウイルス感染症を考慮した指定避難所施設内の最大収容見積数

（R5.1.1時点） 合計(2,839人)［1,046世帯］ 

合計世帯数見積根拠 一般避難者１世帯３名 

要配慮者 １世帯２名 

発熱者  １世帯１名 

出典）函南町地域防災計画 資料編 

 

●福祉避難所一覧（令和５年１月１日現在） 

№ 施設名 所在地 想定収容人数 

1 伊豆白寿園 419-0107 函南町平井 750 協議による 

2 伊豆ライフケアホーム 419-0107 函南町平井 717-2 協議による 

3 みどりが丘ホーム 419-0122 函南町大竹 20-15 協議による 

4 函南・ぶなの森 419-0114 函南町仁田 284-5 協議による 

5 富士見が丘いこいの園 419-0122 函南町大竹 20-1 協議による 

出典）函南町地域防災計画 資料編 
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参考３ 誘導施策のイメージ（事例） 

１ 居住誘導施策に関するイメージ（事例） 

1-1 空き家・空き地の利活用・除却による住環境の向上 

●空き家の利活用 

居住環境の整備改善を図るために、空家等対策計画と連携を図り、不良建築物の除却、空き家や空

き建築物などの活用を推進します。 

  
◆ランドバンク事業とは 

ランドバンク事業（小規模連鎖型区画再編事業）は、旗竿地や囲繞地、狭隘道路などが多数存在し、

住宅の再建築ができないなど、不動産として流通するには困難な物件が潜在的に多数存在し、空き家

が発生し、まちなかの空洞化等の状況下にある地域において、前面道路や隣接地を巻き込んだ整備を

行うことにより、接道状況や土地形状の改善を図ることで、不動産市場に流通する不動産を生み出

し、空き家・空き地の解消を図ることを目的とした事業です。 

 

◆ランドバンク事業事例（山形県鶴岡市） 

 
出典）国土交通省 



 

67 

  ◆空き家再生等推進事業（除却事業タイプ）イメージ 

 
出典）国土交通省 

◆空き家再生等推進事業（活用事業タイプ）イメージ 

 
出典）国土交通省 
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●空き地の利活用 

未利用地（空き地等）については、コミュニティの醸成の場、防災空地、宅地化等、多面的な利用

が可能なことから、地域のニーズを見定め、住民、地権者との協働による利活用対策を検討します。 

  

◆低未利用土地権利設定等促進計画、立地誘導施設協定（コモンズ協定）による特例措置 

 
出典）国土交通省 
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◆低未利用土地権利設定等促進計画（制度概要） 

 

 
出典）国土交通省 
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  ◆立地誘導施設協定（コモンズ協定）（制度概要） 

 
 

 
出典）国土交通省 
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1-2 利便性の高い公共交通網の構築、公共交通結節点の強化 

バスの運行方法や路線の見直し等を検討し、利便性の高い公共交通網の構築を図ります。また、JR

函南駅周辺や伊豆仁田駅周辺、大場駅南側については、重要な交通結節点としての位置づけと利活用

を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 身近な公園・広場の創出 

居住環境の向上やまちの賑わいを創出するため、町民の交流・憩いの場となる身近な広場や緑地・

公園等のオープンスペースの確保を検討します。  

◆都市・地域交通戦略推進事業（概要） 

 
出典）国土交通省 

◆市民緑地等整備事業（概要） 

 
出典）国土交通省 
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２都市機能誘導施策に関するイメージ（事例） 

2-1 都市機能の整備 

都市拠点における機能集約、活力・魅力の維持及び向上のため、都市機能の誘導・集積を推進します。 

  
◆都市構造再編集中支援事業（概要） 

 
出典）国土交通省 

◆スマートウェルネス住宅等推進事業（概要） 

 
出典）国土交通省 
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参考４ 立地適正化計画における主な取組（振り返り） 

１ 居住の誘導施策 

【国の支援を受けて町が行う施策等】 

●空き家・空き地の利活用・除却による住環境の向上 

施策等 実施・検討の状況、該当する事業など 

・空き家の利活用 

居住環境の整備改善を図るために、空家等対策

計画と連携を図り、不良建築物の除却、空き家や

空き建築物等の活用を推進します。（空き家再生

等推進事業、ランドバンク事業等） 

・令和３年、４年度に函南町空家等審議会におい

て空き家バンクの運用の方向性について検討。

空き家バンクは令和５年度に設置予定。（都市

計画課） 

・空き地の利活用 

未利用地（空き地等）については、コミュニテ

ィの醸成の場、防災空地、宅地化等、多面的な利

用が可能なことから、地域のニーズを見定め、住

民、地権者との協働による利活用対策を検討しま

す。（低未利用土地権利設定等促進計画、立地誘導

施設協定（コモンズ協定） 等） 

・低未利用地や所有者不明土地を解消するために

国が進める相続土地国庫帰属制度について周

知を行った。（都市計画課） 

・空き地の利活用として、町有地を分譲し、管財

課にて公売を実施。加えて、分譲地内の道路に

ついて、建設課にて整備し、令和 2 年度に町道

上沢 128 号線として認定。道路延長は L=12.5m。

（建設課） 

●利便性の高い公共交通網の構築 

施策等 実施・検討の状況、該当する事業など 

バスの運行方法や路線の見直し等を検討し、利

便性の高い公共交通網の構築を図ります。また、

JR 函南駅周辺や伊豆仁田駅周辺、大場駅南側につ

いては、重要な交通結節点としての位置づけと利

活用を検討します。（地域公共交通網形成計画策

定・再編事業、都市・地域交通戦略推進事業 等） 

・函南町地域公共交通網形成計画（令和２年度策

定）に基づき、令和３年11月より伊豆仁田駅の

交通結節点としての活用、公共施設、交流拠点

等への足の確保を目的として、拠点循環バスの

実証運行を開始した。（総務課） 

●身近な公園・広場の創出 

施策等 実施・検討の状況など 

居住環境の向上やまちの賑わいを創出するた

め、町民の交流・憩いの場となる身近な広場や緑

地・公園等のオープンスペースの確保を検討しま

す。（市民緑地等整備事業 等） 

・都市公園等で、イベントなどが開催できるよう

に条例に基づいた使用を許可し、町民の交流・

賑わいを創出している。（管財課） 

・健康づくりの視点を入れ、ウォーキングや健康

づくりができるスペースの確保、または公園整

備（健康づくり課） 

●道路整備の推進 

施策等 実施・検討の状況など 

・道路の安全性を確保するため、老朽化した道路

や歩道整備等について計画的な整備を進める

とともに、狭あい部の道路を拡幅・改良し、歩

行者と自動車の安全・安心な環境整備を図りま

す。（狭あい道路拡幅推進事業 等） 

・平成 30 年度から平井地区内において、狭あい

道路の拡幅・改良を計画的に実施し、現在も狭

あい道路拡幅推進事業として、事業を継続して

実施。（建設課） 
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●ライフライン（下水道）の耐震化 

施策等 実施・検討の状況など 

主要管渠の補強やマンホールの浮上防止等を

効率的に行うための、施設整備計画（公共下水道

総合地震対策計画）を策定し、安心して暮らせる

生活環境の創出を図ります。（汚水管渠の耐震化

事業 等） 

・主要管渠の耐震化第３期事業実施中。令和６年

度に来光川横断管渠耐震化工事実施予定。（上

下水道課） 

●基幹水利施設の長寿命化 

施策等 実施・検討の状況など 

排水機場等農業水利施設の機能診断及び機能

保全計画の策定を推進し、基幹水利施設の長寿命

化を図ります。（基幹水利施設ストックマネジメ

ント事業 等） 

・県営農業施設等災害管理対策事業（非常用発電

機の設置）（産業振興課） 

・県営農村災害対策整備事業（排水機場の遠隔監

視・操作）（産業振興課） 

【町が独自に行う施策等】 

●若者で賑わう町を目指し、居住支援の推進 

施策等 実施・検討の状況など 

勤労者住宅建設資金借入金利子補給制度やこど

も医療費制度の充実を推進し、子育て世帯の生活や

子育ての支援を推進します。また、函南町空家等対

策計画を進め、空き家の情報提供、空き家のストッ

ク活用と併せた移住・定住を希望する者への支援を

検討します。（勤労者住宅建設資金借入金利子補給

制度、空家等対策事業 等） 

・勤労者住宅建設資金に対する利子補給（年

30,000 円 5 年間）として令和 4 年度は 48 件に

対し支援し、近隣から若い世代が移住・定住し

ており、今後も事業を継続する予定。（福祉課）  

●円滑な公共交通網の形成 

施策等 実施・検討の状況など 

町民にとって利用しやすい公共交通を確保す

るため、デマンドタクシー（自主運行バス等）の

交通手段を検討し、鉄道や路線バスとの組み合わ

せにより効果的な公共交通網の構築を図ります。

（自主運行バス等事業、地域協働運行バス事業

等） 

・パサディナ区で住民ボランティアによるパサデ

ィナ号の運行を継続。（福祉課） 

・桑原区及び奴田場区のデマンドタクシー（実証

運行 3 年目）について、地域公共交通会議に諮

り、今後の運行を検討予定。（福祉課） 

・交通空白地の住民ボランティアによる移動支援

は他の地区でも検討予定あり。（福祉課） 

・令和 5 年度中に静岡県生活交通確保対策協議会

に対し、退出意向の申出があった路線（大場函

南線）について、代替交通手段を検討中。（総務

課） 

●道路整備の推進 

施策等 実施・検討の状況 

道路の安全性と利便性を確保するため、生活道

路の計画的な改善・整備を進めるとともに、狭あ

い部の道路を拡幅・改良し、歩行者と自動車の安

全・安心な環境整備を推進します。また、住民サ

ービス工事※では、舗装補修や側溝の土砂排除等

を実施し、町道の安全確保と利便性の向上を図り

ます。（狭あい道路拡幅推進事業 等） 

※住民サービス工事：小規模で緊急を要する修繕 

・計画的に道路修繕や改良を継続して進めるとと

もに、定期的な道路パトロールを実施し、緊急

時には住民サービス工事等の発注により、道路

の安全確保に努めている。（建設課） 
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●ライフライン（上水道）の耐震化 

施策等 実施・検討の状況 

浄水施設や配水管等の布設替えを効率的に行

うための、施設整備計画（施設更新計画・水道事

業基本計画）を策定し、安心して暮らせる生活環

境の創出を図ります。 

（浄水場整備事業、老朽管等の更新事業 等） 

・令和２年度 管路更新計画を策定。 

令和３年度 施設更新計画を策定。これらの計

画により更新を進めている。（上下水道課） 

●防災、減災の取組みの推進 

施策等 実施・検討の状況 

・自助・共助の取組みの推進 

平常時は、ハザードマップによる危険性の把

握、非常用持出品等の事前準備や避難所の円滑な

開設等が進むように防災出前講座や訓練を通じ

て、住民や自主防災組織による自助、共助の取組

みを推進します。 

また、非常時は、住民が早めに避難行動が取れ

るように、防災行政無線（同時通報無線）や登録

制メール配信システム（かんなみ安心情報メー

ル）等により、積極的な緊急情報の発信を推進し

ます。 

（ハザードマップの更新・周知、防災出前講座の

開催、自主防災組織と連携した訓練の実施 等） 

・避難確保計画を策定しているが、避難ルートが

浸水区域のため、避難誘導ができない可能性が

ある。適切な避難ルートの検討が必要。（早目の

行動、垂直避難など周知）（健康づくり課） 

・令和４年３月に「函南町防災マップ」を更新し、

各戸へ配布すると共に、町内で想定されるハザ

ードや防災・気象情報の収集方法などについ

て、防災出前講座において周知を図っている。 

登録制メール配信システム（かんなみ安心情報

メール）に加え、LINE への配信サービスを行い、

より多くの住民の早期避難行動に繋がるよう

情報発信を行っている。（総務課） 

・指定避難所開設運営訓練を町職員と自主防災組

織が実施している。今後も継続して自主防災組

織と連携した訓練を実施していく。（総務課） 

・公助の取組みの推進 

大規模災害の発生に備え、町職員による対応力

の向上や防災関係機関との連携を図るため、定期

的な訓練を実施するとともに、災害対策本部や指

定避難所の設備の適切な充実を図ります。 

また、防災行政無線を始めとする防災関連機器

の適切な維持管理、更新に努めるとともに、防災

倉庫の備蓄品等の適切な維持管理に努め、被災時

の教訓を活かした備蓄品の更新、充実を図りま

す。 

（防災行政無線・戸別受信機デジタル化整備事

業、指定避難所非常用発電設備・無線設備等維持

点検事業 等） 

・防災行政無線は、令和３年度にすべてのデジタ

ル化が完了した。（総務課） 

・戸別受信機は、平成28年度より18箇年計画でデ

ジタル化を進めており、令和14年度に完了予定

となっている。(デジタル化整備率 55.32%)（総

務課） 

・指定避難所の非常用発電設備整備については、

県立田方農業高等学校に、令和５年度整備する

ことによって、町内10箇所の指定避難所への非

常用発電設備整備が完了。 

・指定避難所の防災備蓄品について、感染症対策

の備蓄品の整備を実施。また、食料などの更新

の必要な備蓄品は、年次計画に基づき更新を進

めている。（総務課） 

・各戸雨水貯留施設等設置の推進 

浸水被害を防止するために、住宅で雨水貯留施

設または雨水浸透施設の設置に対して支援を推

進します。 

（雨水浸透施設・雨水貯留施設設置費補助制度

等） 

・雨水浸透施設・雨水貯留施設設置費補助制度の

継続 … 浸透施設：７件/貯留施設：17 件（令

和元年から５年まで）（都市計画課） 
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２ 都市機能の誘導施策 

【国の支援を受けて町が行う施策等】 

●都市機能の整備防災、減災の取組みの推進 

施策等 実施・検討の状況 

都市拠点における機能集約、活力・魅力の維持

及び向上のため、都市機能の誘導・集積を推進し

ます。（都市再構築戦略事業、スマートウェルネス

住宅等推進事業、小中学校大規模改修事業 等） 

・西小学校の長寿命化改修事業（学校教育課） 

●都市機能等へのアクセス道路の整備 

施策等 実施・検討の状況 

都市機能へのアクセス性向上や安全で快適な

歩行空間を確保するための道路整備を検討しま

す。（幹線道路整備事業、街路整備事業 等） 

・1 級町道(町道 1-4 号線・1-8 号線)などについ

て、安全対策として、道路拡幅や改良、歩道等

の整備を継続的に実施。（建設課） 

【町が独自に行う施策等】 

●公共用地の活用 

施策等 実施・検討の状況など 

遊休地を活用した子育て機能、福祉機能の拡充を

推進します。また、民間が都市機能誘導区域内に施

設を整備する場合には、町が保有する遊休地の活用

について検討します。（保育園幼稚園整備事業、認

定こども園整備事業 等） 

－ 

●都市機能（誘導施設）整備に対する支援 

施策等 実施・検討の状況など 

各拠点に設定されている誘導施設について、民

間が都市機能誘導区域内に施設を整備する場合、

施設整備費用等に対し、補助金を交付するなどの

支援策について検討します。 

－ 

●身近な福祉拠点・施設の整備 

施策等 実施・検討の状況など 

住民が身近な場所でサービスを受けられるよ

う、民間福祉法人等にも働きかけて、高齢者のた

めの地域包括支援センター等の計画的な整備を

検討します。また、福祉施設の一層の充実を図る

ため、認知症カフェの運営支援を推進し、既存の

公共施設の有効活用や複合的利用について検討

します。（介護保険事業計画 等） 

・診療所の施設整備（新規開院への支援）（健康づ

くり課） 

・福祉法人等の既存施設の交流スペースを活用し

た居場所の開設運営を推進。（コロナ禍により

中断している状況。福祉施設のため、感染レベ

ルが緩和されても再開が困難な状況。）（福祉

課） 
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参考５ 目標値の設定過程と中間評価 

１ 居住に関する目標 

1-1 人口推移 

本町の人口は、1995 年（平成７年）時点で 37,375 人であり、しばらくは増加傾向を示していたもの

の、2005 年（平成 17 年）時点の 38,803 人をピークに減少に転じ、2020 年（令和２年）では 36,794

人となっています。また、社人研による将来人口推計では、本町における将来人口は、今後も減少が

続き、2040 年では 29,958 人まで減少することが見込まれます。 

また、市街化区域内の居住人口は、総人口の約３分の２を占めており、1990 年（平成 2 年）以降で

市街化区域内外の人口割合に大きな変化はなく、将来的にも大規模な住宅開発等がない限りこのまま

推移することが想定されます。 

図・表 人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典）2020 年（令和 2 年）までの人口：国勢調査 

   2025 年以降の人口：国立社会保障・人口問題研究所 

   2020 年（令和 2 年）までの世帯数：統計書かんなみ 

2025 年以降の世帯数：統計書かんなみより推計 

※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 

表 市街化区域内外の人口推移 

※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 

1990年
（平成2年）

1995年
（平成7年）

2000年
（平成12年）

2005年
（平成17年）

2010年
（平成22年）

2015年
（平成27年）

2020年
（令和2年）

35,191 37,375 38,611 38,803 38,571 37,661 36,794

22,706 24,332 25,036 25,050 25,639 24,725 24,875

 構成比 64.5% 65.1% 64.8% 64.6% 66.5% 65.7% 67.6%

12,485 13,043 13,575 13,753 12,932 12,936 11,919

 構成比 35.5% 34.9% 35.2% 35.4% 33.5% 34.3% 32.4%

合計

市街化区域内人口

市街化区域外人口

出典）令和４年度都市計画基礎調査（田方広域都市計画区域） 
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1-2 居住誘導区域人口の算出方法 

平成29年度都市計画基礎調査の調査区を基に、居住誘導区域と重なる区域を抽出し、2015年（平成27

年）時点の人口を算出します。なお、居住誘導区域と調査区が重ならなかった箇所（下図赤丸）につい

ては、土砂災害警戒区域又は未利用地であることから、人口がないものとして判断し、抽出調査区（下

図黄色部分）の人口を居住誘導区域の人口とします。 

居住誘導区域人口は、2015年（平成27年）時点で24,540人、人口密度は62.4haです。 

 

 

  

図 居住誘導区域と都市計画基礎調査区の関係性 

土砂災害警戒区域 

土砂災害警戒区域 

土砂災害警戒区域 未利用地 

※目標値の設定は、当初計画（2020（平成 31）年３月策定）時のもの 
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1-3 目標値の設定（当初） 

居住誘導区域内外の人口が一定の割合で減少したと仮定すると、2035 年で人口密度が 52.7 人/ha ま

で減少することが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画に基づき、居住誘導区域内への宅地造成の促進、空き家のストック活用と併せた移住・定住

の促進を図ります。 

誘導施策の推進により、2038 年に 55.7 人/ha を目指すものとします。 

【算出根拠】 

函南町役場東側の民間宅地開発（開発面積：約3.7ha）において、人口密度60人/haを確保すると仮定

し、社人研より仮定した居住誘導区域内人口に加算します。また、住居系用途地域内の半数の未利用地

において住居系土地利用を促進し、人口密度40人/haを確保すると仮定し加算します。 

・民間宅地開発許容人口（約230人） ＝開発面積（約3.7ha）×設定人口密度（60人/ha） 

・未利用地への許容人口〈50％想定〉（約940人） 

＝居住誘導区域且つ住居系用途地域内の未利用地〈50％想定〉（約16.5ha）×（設定人口密度（40人/ha）÷0.7（公共用地率）） 

●居住誘導区域目標人口密度（55.7人/ha） 

＝居住誘導区域内目標人口（20,724人＋約230人＋約940人）÷居住誘導区域面積（393.3ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,121 12,775 12,281 11,708 11,081

24,540 23,893
22,969

21,898
20,724

62.4 60.7
58.4

55.7
52.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2015年
（平成27年）

2020年 2025年 2030年 2035年
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

居住誘導区域外⼈⼝ 居住誘導区域内⼈⼝ 居住誘導区域⼈⼝密度

(65.2%)

(34.8%)

(65.2%)

(34.8%)

(65.2%)

(34.8%)

(65.2%)

(34.8%)

(65.2%)

(34.8%)

37,661
35,250

36,668

33,606
31,805

13,121 12,483 11,697 10,833 9,913

24,540 24,185 23,553
22,773

21,892

62.4 61.5 59.9 57.9
55.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2015年
（平成27年）

2020年 2025年 2030年 2035年
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

居住誘導区域外⼈⼝ 居住誘導区域内⼈⼝ 居住誘導区域⼈⼝密度

(65.2%)
(66.0%)

(65.6%)
(66.4%) (67.0%)

(34.8%) (34.0%)(34.4%)
(33.6%) (33.0%)

37,661
35,250

36,668

33,606
31,805

民間宅地開発分（設定人口密度 60 人/ha）を加算 

113 人 170 人 
227 人 

（人/ha） （人） 

57 人 941 人 
706 人 470 人 235 人 

未利用地解消率 50％（人口密度 40 人/ha）を加算 

（人/ha） （人） 

※目標値の設定は、当初計画（2020（平成 31）年３月策定）時のもの 
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1-4 中間評価と目標値の見通し 

●居住に関する目標 

居住誘導区域内への宅地造成の促進、空き家のストック活用と併せた移住・定住の促進により、

居住誘導区域内の著しい人口密度の低下を抑制することを目標とします。 

中間評価として、令和４年度都市計画基礎調査で集計された 2020 年（令和２年）時点の居住誘導

区域の人口は、24,406 人、人口密度は 62.1ha となっています。 

 2015 年（平成 27 年） 2023 年 2038 年 

居住誘導区域内人口密度 62.4 人/ha 
61.5 人/ha 

（実績）62.1 人/ha 
55.7 人/ha 

※居住誘導区域内人口密度：都市計画基礎調査における居住誘導区域と重なる調査区の人口密度 

※目標値の設定は、当初計画（2020（平成 31）年３月策定）時のもの 

 

中間評価においては、目標値を上回っているものの、おおむね同水準であることから、2038 年の

目標値は据え置きとします。 
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２ 都市機能に関する目標 

2-1 都市機能の立地状況と目標（当初） 

函南町役場周辺の都市機能誘導区域には、行政施設（函南町役場）、福祉施設（函南町保健福祉セン

ター、函南町ほほえみの里デイサービスセンター、かんなみ老人デイサービス）、子育て施設（自由ヶ

丘幼稚園）、医療施設（NTT東日本伊豆病院）、教育施設（東小学校）が立地しています。 

函南町役場周辺の都市機能誘導区域については、本町の都市中心拠点であるため、今後とも機能維

持・強化を図ります。 

そのため、現在立地している都市機能については維持し、現在立地していない商業施設を誘導する

ことで拠点強化を図ります。 

 

 

 

 

 

  



82 

2-2 中間評価と目標値の見通し 

●都市機能に関する目標 

都市機能誘導区域内への都市機能を維持・集積することを目標とします。具体的な目標値は、都

市中心拠点である函南町役場周辺に立地する誘導施設の充足状況を指標とします。 

中間評価として、2023年時点での函南町役場周辺の都市機能誘導区域には、行政施設（函南町役場）、

福祉施設（函南町保健福祉センター、函南町ほほえみの里デイサービスセンター、かんなみ老人デイ

サービス）、子育て施設（自由ヶ丘幼稚園・グローアップ函南園）、医療施設（NTT東日本伊豆病院）、

教育施設（東小学校）、福祉施設（伊豆白寿園）、商業施設（ウエルシア函南平井店・業務スーパー函

南店）が立地し、新たな都市機能として商業施設が加わりました。 

 2015 年（平成 27 年） 2023 年 2038 年 

函南町役場周辺に 

立地する誘導施設 
5 施設 

6 施設 

（実績）6 施設 
6 施設 

※函南町役場周辺に立地する誘導施設：誘導施設と位置づけた6施設（行政、福祉、子育て、商業、医療、教育）のうち立地する施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間評価においては、不足していた都市機能として商業施設が立地したことにより、目標を達成し

ました。今後これらの都市機能の維持を図ることを目標とし、2038年の目標値は据え置きとします。 
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３ 公共交通に関する目標 

3-1 路線バスの乗降客数の数値根拠（当初） 

函南町総合戦略（2017年（平成29年）12月改定）におけるKPIの中間評価では、概ね8万人から10万

人の間を推移しています。 

 2015年（平成27年） 2016年（平成28年） 2017年（平成29年） 

路線バスの乗降客数の推移

（KPI推移） 
83,000 79,000 102,000 

 

今後とも、現在の数値を維持することを目標としており、91,000人の乗降客数を確保することとし

ています。本計画においては、2019年以降も公共交通の利用を促進し、総合戦略の目標値を維持しま

す。 

 

【総合戦略KPI算出根拠】 

●路線バスの乗降客数目標値（91千人） 

＝（路線バスの乗降客数（79千人）＋路線バスの乗降客数（102千人））÷2 

 

 

3-2 中間評価と目標値の見通し 

●公共交通に関する目標 

バス路線沿線地域の人口を維持し、サービス水準の維持・向上を目標とします。具体的な目標値

は、路線バスの乗降客数を指標とします。 

中間評価として、2023 年（2022 年度末）実績は、約 72,000 人となり、減少しました。この影響は、

コロナウィルス感染症の拡大による外出制限や制限緩和後の外出控え等の影響によるものと考えら

れます。 

コロナ禍前の 2019 年は 2015 年（平成 27 年）と同等の約 83,000 人の利用があり、コロナ禍の 2020

年が約 69,000 人、2021 年が約 67,000 人と大幅に減少しましたが、2022 年度（令和 4 年度）末で約

72,000 人と回復してきています。 

 

 2015 年（平成 27 年） 2023 年 2038 年 

路線バスの乗降客数 

（大場畑毛線） 
約 83,000 人 

約 91,000 人 

（実績※）72,000 人 

約 72,000 人 

（現状維持） 

※2022 年度末実績 

 

中間評価においては、コロナ禍の影響を受け、目標達成とはならなかったものの、回復傾向にあり

ますが、人口減少やコロナ禍以降の公共交通離れ等、路線バスの利用状況は厳しいものとなっていま

す。また、本指標は総合戦略の重要業務指標ではなくなったものの、公共交通ネットワークの維持の

ため、路線バスの乗降客数を維持することで、サービス水準の維持・向上を目指しますが、2038年の

目標値は、現状の実績や今後の路線バス需要の見通し等を踏まえ、現状維持を目指した目標値に改定

とします。 

  

※目標値の設定は、当初計画（2020（平成 31）年３月策定）時のもの 
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４ 防災に関する目標 

4-1 年齢別人口推移 

年齢３区分別人口をみると、直近 10 年間に年少人口（15 歳未満）及び生産年齢人口（15 歳以上 65

歳未満）は減少傾向にあります。しかし、老年人口（65 歳以上）は、増加傾向にあり、2020 年（令和

２年）には 12,069 人となっています。 

社人研による将来人口推計では、目標年次（2038 年）に最も近い 2040 年の人口は 29,958 人、年齢

３区分別人口比率は、年少人口が 9.7％、生産年齢人口が 51.3％、老年人口は 39.0％となることが見

込まれます。 

 

図・表 人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2 防災情報メール配信登録者数の数値根拠（当初） 

防災情報メール配信登録を推奨する世代として、以下のような住民をターゲットとします。 

・15 歳以上の携帯電話やスマートフォンを所持している方（全国的に携帯電話やスマートフォン

の普及率は高いため、所持率 100％と仮定）：2035 年時 28,734 人 

・洪水浸水想定区域内で居住している方（都市構造評価より）：約 3 割 

 

【算出根拠】 

●防災情報メール配信登録者数目標値（約8,500人） 

＝社人研2035年将来人口（28,734人）×洪水浸水想定区以内人口割合（約3割） 

 

ただし、総合戦略の KPI 指標に即し、2019 年時点で 3,000 人を確保します。 

 

※目標値の設定は、当初計画（2020（平成 31）年３月策定）時のもの 

出典）2020 年（令和 2 年）までの人口：国勢調査 

   2025 年以降の人口：国立社会保障・人口問題研究所 

   世帯数     ：統計書かんなみ 

※端数を四捨五入しているため、 

合計値、合計割合等が合わない場合があります。 
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4-3 中間評価と目標値の見通し 

●防災に関する目標 

狩野川等の氾濫による浸水被害は、事前に予期し、避難できることから、速やかに防災情報を町

民に周知することを目標とします。具体的な目標値は、防災情報メール配信登録者数を指標としま

す。 

 2015 年（平成 27 年） 2023 年 2038 年 

防災情報 

メール配信登録者数 
- 

3,300 人 

（実績）6,696 人 
8,500 人 

※函南町総合戦略の重要業務指標である「2019 年のメール配信登録者数、3,000 人」の目標を引き続き継続し、より一層の周知を図

るものとする 

 

中間評価として、2024 年（1 月現在・危機管理項目登録者）の実績は、6,696 人となっています。 

同目標については、函南町国土強靱化地域計画で新たな目標値（2024 年（令和 6年）：7,000 人）

が設定されており、これに即すとともに、「第 5 章 防災指針」における「取組み目標」に統合しま

す。 
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参考６ 用語集 

序章 はじめに 

都市再生特別措置法 近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変

化に日本における都市が十分対応できたものとなっていないことにかん

がみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環

境の向上を図るため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定め

るとともに、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するため

の民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例並びに都市再生整備

計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、

もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生

活の向上に寄与することを目的として 2002 年（平成 14 年）に制定された

法律。 

都市計画区域 土地利用に関する規制など様々な都市計画を定め、一体的かつ総合的な

整備、開発、保全をする都市計画法に基づく区域のこと。本町においては、

全域が都市計画区域内。 

総合計画 町と町民が目指すべき町の将来像を共有し、その実現に向かって計画的

に行政運営を行っていくための基本的な考え方や目標を示した町の最上

位計画。 

都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針 

（都市計画区域マスタ

ープラン） 

都市計画区域に関して都道府県が定める基本的な方針のこと。都道府県

は、都市計画区域に関して必ずこの方針を定める（都市計画法第 6 条の 2）

こととされている。 

都市計画マスタープラン 1992 年（平成 4 年）の都市計画法改正により規定された「市町村の都市

計画に関する基本的な方針」（法第 18 条の 2）のことである（略して「都

市マス」または「市町村マス」）。単にマスタープランと呼ばれることもあ

る。 

地域公共交通計画 地域公共交通の現状・問題点、課題の整理を踏まえて、公共交通ネット

ワーク全体を一体的に形づくり、持続させることを目的に、地域全体の公

共交通の在り方、住民・交通事業者・行政の役割を定めるもの。 

  

第 1 章 函南町の現状・将来動向 

市街化区域 都市計画区域のうち、市街地として積極的に整備・開発する区域で、既

に市街地を形成している区域と、概ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市

街化を図るべき区域のこと。 

市街化調整区域 都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。 

都市的土地利用 住宅用地や商業用地、工業用地、道路用地などに使われている土地のこ

と。 
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人口集中地区（ＤＩＤ） 市町村の区域内で、人口密度 4,000 人/㎢以上の基本単位区が互いに隣

接して、人口が 5,000 人以上となる地区に設定される。 

第１次産業・第２次産

業・第３次産業 

第１次産業は、農業･林業･水産業のこと。第２次産業は、鉱工業･製造

業･建設業のこと。第３次産業は、目に見えないサービスや情報などの生産

を行う産業。金融、保険、卸売り、小売、サービス業、情報通信業などの

こと。 

用途地域 都市計画法上の地域地区の一つであり、市街地における土地利用の純化

を目的として定められる 13 種類の地域のこと。 

低・未利用地 適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利

用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度

（利用頻度、整備水準、管理状況など）が低い「低利用地」の総称のこと。 

 

第３章 立地適正化計画の基本方針 

土砂災害警戒区域・ 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）とは、土砂災害の恐れがあ

る区域で、警戒避難整備を図ることを目的として指定する区域。 

土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）とは、イエローゾーンの

中でも建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じる恐れがある区域

で、開発の抑制等を目的として指定する区域。 

洪水浸水想定区域 洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することによ

り、水害による被害の軽減を図るため、降雨により河川が氾濫した場合に

浸水が想定される区域のこと。 

交通結節点 駅、バスターミナルなど、各種交通が集中的に結びつく場のこと。 

自主運行バス 路線バスが運行していない地域において、移動手段の確保のため本町で

運行するバス 

デマンド交通 正式には、ＤＲＴ（Demand Responsive Transport：需要応答型交通シ

ステム）と呼ばれ、路線バスとタクシーの中間的な位置にある交通機関。

事前予約により運行する。 

 

第４章 実現化方策 

空き家再生等推進事業 空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害してい

る区域において、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資するために、

不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却及び空き家住宅又は空き建築

物の活用を行うこと。 

狭あい道路 幅員 4 メートル未満の道路で、建築基準法第 42 条第 2 項の規定により

同条第１項の道路とみなされるもの又はこれに準ずるものとして特定行

政庁に指定されたものをいう。 
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参考７ 策定（改定）の経過 

１ 策定体制 

「函南町立地適正化計画」の策定（改定）にあたっては、事務局となる建設経済部都市計画課が立地

適正化計画全般の作成を行い、庁内策定組織である「庁内検討委員会」において関係各課連携のもと、

検討・協議を進めるとともに、有識者、自治会の代表、函南町商工会、田方医師会、函南町社会福祉

協議会、共済福祉会、ＮＰＯ法人かんなみ子育てネットワーク・ぴあ、静岡県宅地建物取引業協会、

函南町農業委員会、中学校 PTA、函南町消防団、伊豆箱根鉄道㈱、伊豆箱根バス㈱の代表、関係行政

機関の静岡県沼津土木事務所で組織する「函南町都市再生協議会」にて、それぞれの専門分野・業界

から幅広く意見を聴取し、計画案に反映し策定（改定）を進めてきました。 

また、地域住民の意見の収集・反映と立地適正化計画がより町民等への十分な周知が必要となるこ

とから、「町民説明会」を開催しました。 

以上の様々な策定組織からの意見を総合的に踏まえ、立地適正化計画の「案」をとりまとめた後、

約 1 ヶ月にわたりパブリックコメントを実施し、広く町民に周知して意見を求めました。パブリック

コメントを経た「案」は最終的には「原案」とされ、「庁内検討委員会」から函南町長に提出し、「函

南町議会」へ報告を行い、函南町長が「函南町都市計画審議会」へ諮問し答申を受け、「函南町立地適

正化計画」の策定（改定）となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「函南町⽴地適正化計画」の策定体制図  
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２ 策定の経過 

年 度 主な作業 策定組織の開催 町⺠の参加等 
令和 4 年度 ●基礎調査 

●防災指針案の作成 

令和 4 年度は、立地適正化計画の

概ね５年ごとの定期見直しのため、

改定のための基礎調査を実施すると

ともに、法改正により位置付けられ

た「防災指針」の案を検討し、庁内

の検討組織にて協議を行いました。 

 

庁内検討委員会①（3/15）  

令和 5 年度 ●函南町立地適正化計画の改定案

の作成 

●函南町立地適正化計画改定版の

とりまとめ 

●函南町立地適正化計画の改定（3

月） 

令和５年度は、引き続き検討組織

による協議を行いながら、函南町立

地適正化計画の改定案を作成し、「函

南町立地適正化計画改定案」をとり

まとめました。 

とりまとめた「函南町立地適正化

計画改定案」を町民に広く周知し、

意見を求めるために、パブリックコ

メントを行いました。 

パブリックコメント後、「函南

町議会」へ報告、「函南町都市計

画審議会」へ諮問し答申を受け、

「函南町立地適正化計画」が改定

となりました。 

 

庁内検討委員会②（8/22） 

都市再生協議会①（9/26） 

庁内検討委員会③（10/6） 

都市再生協議会②（10/31） 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内検討委員会④（1/12） 

都市再生協議会③（1/29） 

町議会（総務建設委員会）へ

の報告（2/2） 

町都市計画審議会への諮問

（2/21）・答申（2/27） 

 

 

 

 

 

地民説明会 

（11/20、21） 

 

 

町民へのパブリ

ックコメント 

（11/28～12/28） 

令和 6 年度 ●函南町立地適正化計画改定版の

公表 
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３ 都市計画審議会＜諮問・答申＞ 

3-1 諮問 

 

 

 

 

 
3-2 答申 
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４ 策定メンバー 

4-1 函南町都市再生協議会 委員名簿（順不同・敬称略） 

所属部・課 役職 氏名 備考 

有識者 
NPO 法人 

くらしまち継承機構 
理事長 伊藤 光造  

  則將 隅大 長会 会長区 表代民町

各種団体 

代表 

函南町商工会 事務局長 芹澤 雅史  

田方医師会 函南支部 鈴木 俊一  

社会福祉法人 

函南町社会福祉協議会 
事務局長 大川 文和  

社会福祉法人共済福祉会 事務長 加藤 智之  

NPO 法人かんなみ子育てネ

ットワーク・ぴあ 
代表 長谷川 園枝  

静岡県宅地建物取引業協会 
三島地区 

会員 
柿島 徹  

函南町農業委員会 会長 棚井 俊彦  

函南中学校 学校 PTA 会長 杉原 浩秀  

函南東中学校 学校 PTA 会長 山﨑 海淳  

函南町消防団 団長 小田切 芳和  

公共交通 

事業者 

伊豆箱根鉄道株式会社 
執行役員 

鉄道部長 
植松 晃  

伊豆箱根バス株式会社 
三島営業所 

所長 
岩崎 勝一  

関係行政 

機関 

静岡県沼津土木事務所 

都市計画課 
課長 長谷川 孝幸  

静岡県沼津土木事務所 

工事２課 
課長 藤牧 義久  

 
4-2 函南町都市計画審議会 委員名簿（順不同・敬称略） 

役職等 氏名 備考 

学識経験者 

函南町農業委員会会長 農業 棚井 俊彦  

静岡大学名誉教授 教授 杉山 明博  

  晴正  森 通交 長署察警島三

静岡県宅地建物取引業協会 

東部支部三島支所会員 
宅建業 竹下 輝彦  

函南町商工会会長 商工業 八木戸 一重  

町議会議員 

  一彰 口田 長議

  清  村杉 長議副

  範晴 木鈴 長員委生厚教文

  郎哲 田野 長員委設建務総

  一慎 藤兵 長員委副設建務総
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4-3 庁内検討委員会 委員名簿（順不同・敬称略） 

所属部・課 役職 
2022 年 

（令和 4 年度） 

2023 年 

（令和 5 年度） 
備考 

厚生部 

福祉課 課長 長屋 容美 長屋 容美  

健康づくり課 課長 阿部 久美子 阿部 久美子  

子育て支援課 課長 渡辺 卓司 渡辺 卓司  

環境衛生課 課長 加藤 裕一 加藤 裕一  

総務部 

総務課 
課長 笠井 慎也 笠井 慎也  

防災監 森田 裕之 森田 裕之  

企画財政課 課長 岩谷 智正 岩谷 智正  

管財課 課長 廣田 克幸 西野 正也  

建設経済部 

建設課 課長 西川 公次 野澤 和宏  

産業振興課 課長 露木 元徳 櫻田 英樹  

上下水道課 課長 村上 克司 村上 克司  

教育委員会  次長 梅原 宏幸 梅原 宏幸  

 
4-4 事務局 

所属部・課 役職 
2022 年 

（令和 4 年度） 

2023 年 

（令和 5 年度） 
備考 

 

建設経済部 

 部長 平井 輝久 平井 輝久  

都市計画課 

課長 江田 朝夫 西川 公次  

課長補佐 中村 大 中村 大  

係長 佐野 武将 松下 恭大  

主事 － 江田 朝夫  
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